
令和4年度   男女共同参画推進事業実施状況一覧

Ⅰ　誰もが生き方を尊重するまちづくり

１　”男女がともに歩むまちづくり”に向けた啓発の推進

（１）一人ひとりの個性を理解し尊重する意識の確立

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

1

男女がともに歩む
まちづくり基本条
例に基づく啓発冊
子等の活用

「男女がともに歩むまちづくり基本条例」の啓
発冊子を、出前講座などあらゆる機会で啓発資
料として有効に活用します。また、チラシ等の
簡単な啓発資料を適宜作成し、各種団体に配布
することで条例の周知徹底を図ります。

男女共同参画
推進室

　ホームページへの掲載や、講座等の機
会をいかして冊子の紹介および配布等を
継続して行い、条例の周知を行います。

　講座の実施時に啓発冊子（概要版）を配布しま
した。

　啓発冊子(概要版)以外の資料を作成することが課
題です。

昨年度に引き続き取り組まれており、対象の講
座等の参加者へは大凡行き渡っているのかと思
われますので、良いかと思います。

より広範囲への条例の周知という観点で、LINE
の活用やこれまで配布していなかった講座での
配布、市民が手に取りやすい場所（例：駅等）
へ冊子を配置する等の検討をお願いします。

引き続き、ホームページへの掲載や、講座等
の機会をいかして冊子の紹介および配布等を
継続して行い、条例の周知を行います。

2
男女共同参画宣言
都市関連事業の充
実

市が５年に１度主催する男女共同参画宣言都市
記念事業をはじめ、毎年９月の男女共同参画推
進月間に講演会等を開催します。また、他部署
と連携のもと「男女がともに歩む一行詩」の表
彰や「男女がともに歩むまちづくり推進モデ
ル」の推奨を実施し、「男女共同参画宣言都
市・ふくつ」の市民への周知を促進します。

男女共同参画
推進室

　「男女がともに歩むまちづくり」の周
知・啓発のため、９月に都市宣言記念講
演会を開催します。講師に、北九州市立
大学名誉教授の中島俊介さんをお招きし
て、「幸せの人間関係～男女共同参画は
対等な人間関係から～」と題し、講演会
を行います。
多くのかたに参加いただけるように、広
報活動を行います。

 ９月１１日（日）に都市宣言記念講演会を開催し
ました。定員４０名のところ４０名の参加があり
ました。広報紙、ホームページの他にＬＩＮＥを
使っての周知を行いました。参加者からは「講師
の話を聞いて元気をもらえた」といった感想があ
り、好評でした。

　今年度は定員いっぱいとなりましたが、毎年度継
続して多くの市民に参加していただけいるように、
また、「男女がともに歩むまちづくり」の周知・啓
発がさらに進むように、男女共同参画のテーマや講
師の選定に力を入れ、魅力的で、効果的なお話をし
ていただける講師に依頼をします。引き続き、広報
活動も工夫します。

毎年継続して有識者の講演会を定期的に開催さ
れており、市民の男女共同参画への意識醸成に
効果的だと思われます。
引き続き、講演会の開催等を通じて、福津市の
男女共同参画事業への市民の理解促進をお願い
致します。
講演会については、オンラインとのハイブリッ
ド開催（例：Youtubeライブ配信）など、より
多くの方が場所・時間の制約を超えて参加でき
る環境を検討いただけますとより良いかと思い
ます。

「男女がともに歩むまちづくり」の周知・啓
発のため、９月に都市宣言記念講演会を開催
します。講師に、コラムニストの須藤美香さ
んをお招きして、「自分らしく生きる」を
テーマに講演会を行います。
多くのかたに参加いただけるように、広報活
動を行います。

3
男女共同参画資
料・図書の充実

男女共同参画に関する資料や図書の充実を図
り、市民への情報提供を行います。また、市立
図書館では、市の男女共同参画推進月間（９
月）に特設コーナーを設けます。

男女共同参画
推進室

　男女共同参画指導員会議に参加する園
を対象に、子ども達に「男女共同参画」
のメッセージを伝えられる絵本を市図書
館と連携して、配布する取り組みを継続
して行います。

　福津市内の幼稚園・保育園１６園に男女共同参
画を伝える絵本を２冊配布しました。絵本の選定
にあたっては、市図書館の選定以外に、県の男女
共同参画センター「あすばる」のホームページに
掲載されている「あすばるライブラリー」を活用
しました。また、この取り組みを保護者配布用の
チラシ「にじいろ」に紹介しました。市図書館と
は、都市宣言を行った９月に合わせて、図書館内
に「男女共同参画コーナー」を設け講演会のテー
マに沿った本を紹介したり、広報紙に図書館のお
すすめとして男女共同参画に関する書籍の紹介を
掲載したりして、連携して取り組みました。

　各園からの絵本の活用状況をみると、実際に読み
聞かせをすると年少児には難しい内容だったという
報告もありましたが、園の先生が補足の説明を入れ
てくださって、内容が伝わったとう園もあり。年代
に分けた絵本の選定を行う必要性を感じると同時
に、園と一体で男女共同参画を進める取り組みがで
きていると感じます。市図書館やあすばるライブラ
リーの活用だけでなく、令和５年度は男女共同参画
指導員からも絵本の候補を挙げていただくようにし
ました。

男女共同参画の市民の意識向上については、幼
少期からの教育・環境整備が、最も効果が高
く、重点的に取り組む必要があると感じていま
す。
本事業においては、絵本の活用時の状況を踏ま
えた改善取り組みを考慮されており素晴らしい
と思います。今後も幼稚園・保育園との緊密な
連携を通して、現場の意見を反映しつつ、子ど
もへの男女共同参画推進へのメッセージ発信を
お願いします。

男女共同参画指導員会議に参加する園を対象
に、子ども達に「男女共同参画」のメッセー
ジを伝えられる絵本を市図書館と連携して、
配布する取り組みを継続して行います。

3
男女共同参画資
料・図書の充実

男女共同参画に関する資料や図書の充実を図
り、市民への情報提供を行います。また、市立
図書館では、市の男女共同参画推進月間（９
月）に特設コーナーを設けます。

郷育推進課

男女共同参画に関する資料を継続的に収
集し、蔵書の充実を図ります。市の男女
共同推進月間の９月には、市立図書館の
特集コーナーに関連資料を展示して貸出
も実施し、積極的に市民への情報提供を
行います。

例年同様、関連資料を積極的に収集し、資料充実
に努めました。市の男女共同推進月間である９月
には、入口に特集コーナー設置、資料展示及び貸
出を行いました。

特集展示期間だけでなく、通年で資料を手に持って
もらえるよう、配架に工夫したい。

男女共同参画への取り組みは過去長年にわたり
実施されており様々な情報が蓄積されておりま
すが、日本国内及び世界的にも、より新しい知
識・考え方が日々アップデートされている領域
と思われます。福津市民の意識がこれに追随す
るべく、引き続き適切な図書選定及び周知をお
願いします。
配架については、保管場所・分類・周知用ポッ
プの設置等含め、総合的な工夫をお願いしま
す。

引き続き資料の充実を図ります。

4
広報やホームペー
ジによる啓発の充
実

男女共同参画に関する事業や情報を広報やホー
ムページに掲載し、誰もが理解しやすく、関心
をもってもらえるよう工夫します。

男女共同参画
推進室

　ホームページとライン、フェイスブッ
ク等を積極的に活用し、多くのかたに見
ていただき、かつ、誰もが理解しやす
く、関心を持っていただけるような情報
発信を行います。

　広報紙・ホームページ、フェイスブックを活用
して、事業の周知や啓発を行いました。また、事
業の周知にあたっては、近隣自治体のＬＩＮＥ掲
載を参考に、より市民の目に留まるように工夫し
ました。

　引き続き、他自治体の広報やホームページ等を参
考しながら、誰もが理解しやすく、関心を持ってい
ただけるような情報発信を行います。

取り組み困難かと思いますが、文字情報が主と
なるこれまでの方法（HP、LINE、Facebook）に
加えて、Youtube、TikTok等の動画、音声コン
テンツの検討は難しいでしょうか。子どもや大
人においても、短時間での啓発効果は高いよう
に思われます。また公共的な場等のデジタルサ
イネージとして活用するなど、関心を持ってい
ただく方が増えるように思います。

ホームページとライン、フェイスブック等を
積極的に活用し、多くのかたに見ていただ
き、かつ、誰もが理解しやすく、関心を持っ
ていただけるような情報発信を行います。

1



（２）家庭・地域における男女共同参画の意識づくり

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

5
家庭への意識啓発

の充実

家庭での教育や育児をテーマに、児童とその家

族を対象に実施する講座を充実させ、男女共同

参画の意識啓発促進を図ります。

郷育推進課
郷育カレッジでは引き続き、子育て分野
の講座や男女共同参画に関する講座を取
り入れ、市民への意識啓発を図ります。

郷育カレッジにおいて子育て分野の講座を３講座
設け、延べ２８人が参加しました。

興味をひく講座設置に取り組み、ＰＲ方法やメ
ニュー表の表記方法について工夫する。

郷育カレッジの多様で親しみやすい講座は、と
ても魅力的です。しかし、参加を迷うことが多
いのも現実です。参加を高めるために、参加す
ればするほどお楽しみ特典がつく取り組みに
よって、意識啓発を図ることができるような今
の時代に合った取り組みを考案してほしいと思
います

郷育カレッジでは引き続き、子育て分野の講
座や男女共同参画に関する講座を取り入れ、
市民への意欲啓発を図ります。

6
妊婦やその家族を

対象とした講座の

実施

妊婦やその家族を対象に妊娠中の健康、新生児

の育児についての講座を開催し、交流や仲間づ

くりを支援します。また働く妊婦や父親の参加

を促進するための講座を行います。

子育て世代包

括支援課

プレママパパ講座は、新型コロナウイルス感
染防止対策を講じながら開催する。講座の中
で、参加者同士の交流のきっかけを持つこと
ができるように言葉かけをする。交流会の内
容は、対象者によって適宜変更、シングルマ
ザーの母親がいる場合は、出産や子育てにむ
けての内容にするなど配慮をする。シングル
マザーが参加する場合、母親の希望に沿っ
て、パートナーがいる家庭とは別に、個別指
導の時間を設ける等の配慮をする。
母子手帳発行時に講座の案内を行い、父親に
も参加してもらうよう伝る。

母子健康手帳交付時、夫・パートナーと来所する
方が増えており、2人に向けて講座の情報提供、予
約の流れまで説明した。
新型コロナウイルス感染症やその他の感染症対策
を講じて年6回講座を実施した。
参加者同士の交流では、2組のご夫婦に対してス
タッフを1人配置し交流しやすい雰囲気になるよう
に関わりを持った。妊娠中から同じ境遇にある参
加者と知り会う機会となった。また、シングルマ
ザーの参加はなかったが、妊婦1人で参加した場合
には妊婦同士で話せるようにスタッフが間に入る
よう配慮した。
参加者には、母子健康手帳の両親学級受講記録に
参加記録をした。
出産後のハッピーふれあい講座に参加した際に再
会したりご近所同士で仲良くなっている様子がみ
られており、家族だけでなく地域での子育てのつ
ながりができている。
参考
R4母子健康手帳発行数　601件（転入40件を含む）
R4プレママパパ講座参加組数　42組

プレママパパ講座について、参加希望者が多数の場
合に個別対応となることがあり、参加者同士の交流
ができないこともある。他の講座に案内・参加して
もらうことで解消していきたい。

プレママパパ講座の参加者同士が交流にのきっ
かけを持つために、自己紹介や実技を盛り込む
取り組みは、また参加しようと継続につながる
と期待したいと思います。
シングルマザーの親子には是非プレママ講座に
参加していただき、横のつながりを持ってほし
いと思います。昨年は参加者がいなかったとい
うことですが、今年度は20％の参加率を目指
し、（仮称）”来てみませんか”コールをした
り、”ハートフル”赤ちゃん”レターなど、お
誘いに創意工夫を凝らした取り組みを期待した
いと思います。

プレママパパ講座は、各種感染症防止対策を講じ
ながら開催する。
講座の中で参加者同士の交流のきっかけを持つこ
とができるように、自己紹介や実技を盛り込んだ
内容とする。交流会の内容は、対象者によって適
宜調整し、シングルマザーがいる場合は、出産や
子育てに向けての内容にするなど配慮する。また
シングルマザーの希望に沿って、パートナーがい
る家庭とは別に個別指導の時間・場所を確保する
等の配慮をする。
母子手帳発行時に講座の案内を行い、父親にも参
加してもらうよう伝える。
R4年度：全初産婦231人のうち17％（40人）の参加
であったため、R5年度は20％の参加率を目指す。

7 地域への意識啓発
の充実

男女がともに歩むまちづくりをテーマに親しみ
やすい講座等を開設し、地域や市民グループ・
団体に受講を呼びかけます。また、「男女共同
参画地域推進員」を通じ、各郷づくり推進協議
会に講座の開催を働きかけます。

男女共同参画
推進室

郷づくり推進協議会に協力を仰ぎ、男女
共同参画地域推進委員への参加を依頼し
ます。また、委員には、地域において
「男女がともに歩むまちづくり」が浸透
するように働きかけていただくため、継
続して研修の機会等を設けます。

　男女共同参画地域推進員会議を開催しました。
男女共同参画社会について、固定的役割分担意識
の問題、夫婦における家事・育児関連時間の問
題、ジェンダーギャップ指数における国際比較に
ついて説明を行い、福津市における男女共同参画
推進の取り組みを紹介しました。併せて、カード
ゲームの「クロスロードゲーム」を行い、多様な
考え方があることを体験していただきました。こ
のほかに、男女共同参画推進室が実施する事業を
案内し、参加を呼びかけ、出前講座の実施につい
てご紹介しました。

郷づくり推進協議会の協力の下、継続して実施がで
きています。興味をもっていただけるようなテーマ
を用いて、男女共同参画社会が進むよう、今後も取
り組んでいきます。

郷づくり男女共同参画推進委員による地域での
取り組みは行われていないようです。何故行わ
れていないのか実態把握は必須だと思います。
郷づくりで取り組みが進めば男女共同参画の輪
が広がります。「男女共同参画って知ってる！
これからは大切よね。」という声が聞かれます
よう意識啓発を進めるために相談体制を図る必
要があると実感しています。

郷づくり推進協議会に協力を仰ぎ、男女共同
参画地域推進委員への参加を依頼します。ま
た、委員には、地域において「男女がともに
歩むまちづくり」が浸透するように働きかけ
ていただくため、継続して研修の機会等を設
けます。研修時等に、推進委員と情報交換を
行い、それぞれの地域の実情を把握します。

7
地域への意識啓発

の充実

男女がともに歩むまちづくりをテーマに親しみ

やすい講座等を開設し、地域や市民グループ・

団体に受講を呼びかけます。また、「男女共同

参画地域推進員」を通じ、各郷づくり推進協議

会に講座の開催を働きかけます。

郷育推進課

今後も引き続き、出前講座や郷育カレッ
ジのメニューに男女共同参画をテーマと
する講座を取り入れます。
また、市民が親しみやすく、興味を引く
ようなメニュー表の作成と広報を行い、
講座実施を促します。

今年度の出前講座で男女共同参画に関する講座を
１講座設けました。また、郷育カレッジにおいて
該当分野の講座を２講座実施し、延べ１７人の参
加がありました。

興味をひく講座設置に取り組み、ＰＲ方法やメ
ニュー表の表記方法について工夫する。

地域推進員を通じて各郷づくりから出前講座の
要請がどれくらいあったのか、の記載が求めら
れます。又、開催に至った郷づくりがあったの
かの記載が求められます。各郷づくりでの出前
講座開催は、地域の人への意識啓発を進めるた
めに大切な取り組みになると思います。

今年度も引き続き、出前講座や郷育カレッジ
のメニューに男女共同参画をテーマとする講
座を取り入れます。
また、市民が親しみやすく、興味を引くよう
なメニュー表の作成と広報を行い、講座実施
を促します。
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２ 就学前・学校教育における男女共同参画の意識づくり

（１）児童・生徒への男女共同参画教育の推進

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

8
小・中学校におけ
る男女平等教育の
推進

市内小・中学校の教職員で構成している「男女
平等教育推進委員」を中心に、個人の尊厳及び
人権尊重の理念に基づく男女平等教育を総合的
に推進します。

男女共同参画
推進室

男女平等教育推進委員を通じて、市内小
学校における「男女共同参画学習資料」
の積極的な活用を依頼します。特に、一
行詩の作成における事前学習には、この
資料の活用は有効であると考えますの
で、継続して働きかけます。有効な活用
実績があれば、随時紹介していきます。
また、副教材として、内閣府男女共同参
画局の小学生用教材（1年～6年生）の
「しょうたくんとあやちゃんはどうした
らいいのかな」を、中学生用教材の
「meandthem」を提供します。

  男女平等教育推進委員会を年間３回開催し、男
女共同参画推進室が取り組んでいる事業について
説明しました。各学校に一行詩の取り組みや男女
共同参画学習資料や内閣府作成の男女共同参画を
テーマとした小学生、中学生向けの副教材資料を
配布し、積極的な活用を依頼しました。年度末に
は男女共同参画推進状況報告書を提出していただ
き、各学校での取り組みについてご報告いただき
ました。各学校、学年に応じて、様々な学習資料
や学習の機会を活用して、男女共同参画への取り
組みが実施されていました。

　次年度の取り組みに活用していただけるように、
各小・中学校からの報告書を一覧にまとめ、会議の
中でご紹介しました。次年度以降も引き続き、取り
組みます。

人権教育の指導に当たっては、男女共同参画資
料やそれぞれの学校で開発・工夫した資料を使
い人権学習が実施され、学習資料が一覧表にま
とめられたのは前進です。
小中学校の先生方が学習資料の一覧表を有効活
用し、更なる創意工夫をして情報共有しながら
より良い学習資料になることを願っています。
人権標語・人権作文・人権ポスターとともに
「男女がともに歩む一行詩」の取り組みが小中
学校でしっかり定着して行われることは、男女
共同参画推進の成果です。

男女平等教育推進委員を通じて、市内小学校
における「男女共同参画学習資料」の積極的
な活用を依頼します。特に、一行詩の作成に
おける事前学習には、この資料の活用は有効
であると考えますので、継続して働きかけま
す。有効な活用実績があれば、随時紹介して
いきます。また、副教材として、内閣府男女
共同参画局の小学生用教材（1年～6年生）の
「しょうたくんとあやちゃんはどうしたらい
いのかな」を、中学生用教材の「meandthem」
を提供します。

8
小・中学校におけ

る男女平等教育の

推進

市内小・中学校の教職員で構成している「男女

平等教育推進委員」を中心に、個人の尊厳及び

人権尊重の理念に基づく男女平等教育を総合的

に推進します。

学校教育課

市内小中学校の職員で構成する「男女平
等教育推進委員」を中心に、特別の教科
「道徳」において異性について理解を深
めたり、人権学習において男女平等につ
いて学ぶ機会を設けたりしていきます。
また、全教職員が授業等で意識的に個人
の尊厳及び人権尊重の理念に基づく男女
平等教育に取り組めるよう研修機会を積
極的につくり、総合的に推進します。
さらに、男女平等教育推進委員を中心と
した学校の推進体制が正しく運営されて
いるか,検証します。

　道徳の時間等を活用して，性に関する人権教育
を全学校で行った。
　中学校では，令和３年度福間東中学校でジェン
ダーレスの制服を採用し，令和４年度年度は福間
中，令和５年度は津屋崎中が同じような制服を採
用することが決まっている。

特になし。

小中学校の人権教育は、全ての授業と関わり学
ぶものと考えています。特に道徳・学活・総
合・国語・社会・家庭・保健などの教科の中で
の取り組みが可能だと思います。
中学校では「道徳」において異性についての理
解を深めるとありますが、性の多様性への理解
も急務です。その中で人権尊重の理念を基にし
た男女平等教育は重要です。
また、男女平等教育は学習や授業だけでなく、
学校行事や委員会活動、部活動など、全ての教
育課程の中できめ細かく温かく取り組んでいた
だきたいと思っています。

市内小中学校の職員で構成する「男女平等教
育推進委員」を中心に、特別の教科「道徳」
において異性について理解を深めたり、人権
学習において男女平等について学ぶ機会を設
けたりしていきます。また、全教職員が授業
等で意識的に個人の尊厳及び人権尊重の理念
に基づく男女平等教育に取り組めるよう研修
機会を積極的につくり、総合的に推進しま
す。
さらに、どのくらいの学校で男女共同参画学
習の資料が使われたのか、またその他の使用
資料について把握し、情報共有します。

9
男女共同参画の視
点に基づく保育・
幼児教育の推進

各保育所、幼稚園の職員で構成している「男女
共同参画指導員」を中心に、男女平等と人権尊
重の保育・教育を進めます。また、保護者や地
域への理解を図ります。

男女共同参画
推進室

男女共同参画指導員を通じて、幼稚園・
保育所における「男女がともに歩むまち
づくり」の浸透が進むように、絵本を活
用した取り組みを依頼していきます。保
護者に向けた働きかけとしては、指導員
紹介チラシを継続して作成します。

　男女共同参画指導員会議を年間２回開催しまし
た。指導委員会の中で、男女共同参画に関する絵
本の選定を行いました。選定した絵本２冊は、福
津市内の幼稚園・保育園１６園に配布して、園で
の読み聞かせに活用してもらい、その後は園で自
由に読んだり、家庭へ貸し出されたりしていま
す。年度末には男女共同参画の取り組みや絵本の
活用状況についてご記入いただいた報告書を提出
していただきました。性別に関わりなく、ひとり
ひとりの個性が大切にされていることが分かりま
した。また、会議の中で、保護者配布用のチラシ
「にじいろ」の作成に取り組み、保育園・幼稚園
で行う男女共同参画の取り組みについて、周知・
啓発を行いました。

　保育園・幼稚園へ男女共同参画に関する絵本を提
供して、男女共同参画への意識向上が図られるよう
継続して取り組みます。

保育所・幼稚園16園への絵本の提供や保護者へ
の絵本の貸し出し、保護者配布用のチラシ「に
じいろ」を作成して、男女共同参画の視点から
子どもたちの様子をお知らせしするなど、男女
共同参画の取り組みがしっかりなされていま
す。引き続き継続して頑張っていただきたいと
思います。
絵本は予算の許す限り、冊数を増やして、子ど
もたちや保護者にたくさん読んでいただけます
ようよろしくお願いいたします。

男女共同参画指導員を通じて、幼稚園・保育
所における「男女がともに歩むまちづくり」
の浸透が進むように、絵本を活用した取り組
みを依頼していきます。保護者に向けた働き
かけとしては、指導員紹介チラシを継続して
作成します。
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9
男女共同参画の視

点に基づく保育・

幼児教育の推進

各保育所、幼稚園の職員で構成している「男女

共同参画指導員」を中心に、男女平等と人権尊

重の保育・教育を進めます。また、保護者や地

域への理解を図ります。

こども課

（大和）
男女共同参画の視点に基づいた保育・教
育を日常的に行い、子どもや保護者に対
し、男女共同参画や人権尊重の意識を啓
発していきます。

（大和）
・男の子、女の子にかかわらず、「○○ちゃん」
「○○さん」と呼ぶことにより、子ども達自身も
お友達のことを「○○」ちゃん」「○○さん」と
呼ぶことができた。
・遊びのコーナーを自由に遊べるように環境整備
することで、男の子女の子関係なく自由に遊ぶこ
とができた。

（保育所）
特になし

保育園や幼稚園では、男女共同参画の視点に基
づいた「日常的な保育・教育」について、お友
達の呼び方や男女仲良く一緒に活動するなど基
本的な男女共同に取り組まれました。男女共同
参画の視点に基づいた日常的な保育はまだまだ
たくさんあります。男女共同指導員の先生を中
心に、先生方皆さんで取り組めることを話し
合っていただきたいと思います。

（大和）
男女共同参画の視点に基づいた保育・教育を
日常的に行い、子どもや保護者に対し、男女
共同参画や人権尊重の意識を啓発していきま
す。

9
男女共同参画の視

点に基づく保育・

幼児教育の推進

各保育所、幼稚園の職員で構成している「男女

共同参画指導員」を中心に、男女平等と人権尊

重の保育・教育を進めます。また、保護者や地

域への理解を図ります。

学校教育課

男女共同参画指導員を中心とし、幼稚園
と連携を取りながら、男女平等並びに人
権尊重の意識の芽生えを培う幼児教育の
実践を行い、そのことを保護者や地域へ
発信し、理解を得られるように進めてい
きます。

日常の遊びや生活、圓行事を通して、教師が男女
共同参画の視点に基づいた環境構成や援助を行っ
ていくことで、幼児に性差の認識やそれを踏まえ
た上での男女平等への意識の芽生えが見られまし
た。
また、テーマに沿った絵本の読み聞かせや教育実
習の受け入れ等を通して、幼児が多様な人と関わ
り、互いの立場の違いに気づく姿が見られまし
た。
保護者に対しては、男女共同参画指導員が作成し
た新聞を配布し、発信することができました。

特になし。

男女共同参画の視点に基づいた環境作りや子ど
も支援、性差の認識に立った男女平等の意識育
成などきめ細かい日常的な保育や教育が人権意
識を身につけた思いやりのある子どもを育成し
ていくと考えます。よって、入学前の幼児教育
は、家庭においても保育所や幼稚園においても
大切だと考えます

男女共同参画指導員を中心とし、幼稚園と連
携を取りながら、男女平等並びに人権尊重の
意識の芽生えを培う幼児教育の実践を行い、
そのことを保護者や地域へ発信し、理解を得
られるように進めていきます。

10
学校教育における
男女共同参画関連
事業の実施

「男女がともに歩む一行詩」の取り組みや、
デートＤＶなどについて生徒を対象に講座等を
実施するなど、男女平等教育を推進します。

男女共同参画
推進室

男女平等教育推進委員および市内の高校
に協力をいただき、「男女がともに歩む
一行詩」の取り組みを行います。
また、デートＤＶ防止のための講座を、
市内の高校に協力していただくよう依頼
します。
内容やオンラインを含めた実施方法につ
いては、学校や講師と調整しながら、効
果的な講座となるようにします。

　「男女がともに歩む一行詩」を市内の小・中・
高校で取り組んできただき、優秀作品を広報紙に
掲載し、人権講演会で表彰を行いました。デート
ＤＶ防止講座は市内高校の１校から実施希望があ
り、９月に講座を実施しました。受講後のアン
ケートでは、「デートＤＶは意外と身近にあるん
だなと思いました。そして講習で習ったことを生
かしていきたいと思います。」や、「付き合って
いる人の束縛などもデートＤＶに入ることが驚き
でした。」といった感想があり、デートＤＶにつ
いて「ある程度理解できた」や「理解できた」と
いう割合は、96％でした。

　「男女がともに歩む一行詩」の取り組みは、各学
校においても、この取り組みが浸透しているよう
で、スムーズに実施できています。
　デートＤＶ防止講座については、ＤＶ防止に繋が
るため、講座の趣旨を理解いただき、引き続き学校
に講座実施を働きかけていきます。

デートDV防止講座については昨今、社会事象の
男女のあり方の中で命に係る問題が多く起こっ
ていることから、中高生への取り組みは今まで
とは異なる視点で、異性についての人権教育を
見つめ直し、継続的な取り組みになることを
願っています。

男女平等教育推進委員および市内の高校に協
力をいただき、「男女がともに歩む一行詩」
の取り組みを行います。
また、デートＤＶ防止のための講座を、市内
の高校に協力していただくよう依頼します。
内容やオンラインを含めた実施方法について
は、学校や講師と調整しながら、効果的な講
座となるようにします。

（２）教育・保育関係者への意識啓発の充実

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

11 教育・保育関係者
への意識啓発

「男女平等教育推進委員」や「男女共同参画指
導員」を通じ、教育・保育関係者の研修の機会
として、男女共同参画に関する学習機会の情報
提供を行い参加を促進します。また、県などが
実施する人権教育研修等を通じた意識啓発を図
ります。

男女共同参画
推進室

男女平等教育推進委員会および男女共同
参画指導員会の会議を通じて、先生方に
向けて男女共同参画関連の情報提供など
を行いながら、「男女がともに歩むまち
づくり」の理念への理解に向けての協力
を継続してお願いしていきます。

　会議を通じて、市の取り組みを説明したり、市
が実施する講演会や講座などを紹介したりして、
参加を促しました。また、「男女共同参画学習資
料」のほかに、内閣府作成の男女共同参画をテー
マとした小学生、中学生向けの副教材資料を配布
し、紹介しました。平等教育委員会では、各小・
中学校での取り組みを一覧にし、会議の中で紹介
しました。

　引き続き、市の取り組みの説明や男女共同参画に
関する情報提供を行い、男女がともに歩むまちづく
りを推進します。

福津市が「男女がともに歩むまちづくり」を目
指し、男女共同参画宣言都市として活動してい
ることを周知している市民は少ないと思いま
す。知っていても理念を理解している人は皆無
と言ってよいかもしれません。宣言都市のPR活
動として、垂れ幕や横断幕、のぼり旗などを設
置して、視覚に訴えることによって周知できる
のではと考えています。

男女平等教育推進委員会および男女共同参画
指導員会の会議を通じて、先生方に向けて男
女共同参画関連の情報提供などを行いなが
ら、「男女がともに歩むまちづくり」の理念
への理解に向けての協力を継続してお願いし
ていきます。
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11
教育・保育関係者

への意識啓発

「男女平等教育推進委員」や「男女共同参画指

導員」を通じ、教育・保育関係者の研修の機会

として、男女共同参画に関する学習機会の情報

提供を行い参加を促進します。また、県などが

実施する人権教育研修等を通じた意識啓発を図

ります。

こども課

（大和）
男女共同参画指導員、男女平等教育推進
委員を通じて、保育所における取り組み
を年度末に報告します。

（大和）
どのような声掛け・対応をしたらよいのか等、職
員会議等を利用して話し合う場を作り、職員間で
共有することができた。例えば、トイレの時も
「男の子は立ってする」ということを無理にさせ
るのではなく、子どもの様子や気持ちを配慮しな
がら進めていくなど、新人保育士を含めて共有し
ながら進めることができた。

（大和）
また新たに気になることが出てきたら、職員間でも
報告しながら、職員会議などで話し合いながら対応
していきたい。

女性の社会進出にともなって、多くの家庭が保
育所や保育園など安心して預けることができる
場所を求めているため、保育や教育への期待は
益々大きくなっています。
心豊かな人権教育は、心豊かな保育士の基で行
われます。保育士の先生方が明るく元気に一人
ひとりの子どもたちに向き合い、行き届いた保
育できますよう充分な相談体制をとり、情報共
有することによって安心して仕事が出来るよう
願っています。

（大和）
男女共同参画指導員、男女平等教育推進委員
を通じて、保育所における取り組みを年度末
に報告します。

11
教育・保育関係者

への意識啓発

「男女平等教育推進委員」や「男女共同参画指

導員」を通じ、教育・保育関係者の研修の機会

として、男女共同参画に関する学習機会の情報

提供を行い参加を促進します。また、県などが

実施する人権教育研修等を通じた意識啓発を図

ります。

学校教育課

市内小中学校の校長、教頭等の研修会に
おいて男女共同参画における情報提供、
案内等を行うとともに、市や県の人権教
育研修会において、教育関係者への意識
啓発を行っていきます。

市内校長研修会や市内教頭研修会において，男女
共同参画に関する研修会やイベントなどの情報提
供を行った。市や県の人権教育研修会等を通じ
て，教育関係者への意識啓発も行いました。

特になし。

子どもたちと直接関わり、男女平等の人権教育
を実践するのは園長先生や校長先生をはじめ教
職員の先生方です。特に、園長先生や校長先生
には男女共同の理念と教育がしっかりと行き届
いているか、見て・聞いて・導いていただきた
いと思います。

市内小中学校の校長、教頭等の研修会におい
て男女共同参画における情報提供、案内等を
行うとともに、市や県の人権教育研修会にお
いて、教育関係者への意識啓発を行っていき
ます。

12 男女平等教育
推進状況の把握

道徳をはじめとする各教科、総合的な学習の時
間、特別活動、生徒指導、混合名簿の使用状況
等、男女平等に基づいた教育施策の実施状況に
ついて毎年調査します。

男女共同参画
推進室

男女共同参画指導員、男女平等教育推進
委員を通じて、幼稚園・保育所・小学
校・中学校における取り組みを年度末に
報告していただくように依頼します。

　各幼稚園・保育園および学校での取り組み状況
について、年度末に報告書が提出されました。報
告書により、各園、各学校で工夫をしながら男女
共同参画に取り組まれていることが分かりまし
た。

　小・中学校の取り組みの一覧表は作成できました
が、保育所・幼稚園の一覧表は作成できませんでし
た。一覧表の作成が課題です。

男女平等教育の人権教育は、入学前に早ければ
早いほど無理なく人権意識を育むことができる
と考えます。よって、保育所や幼稚園の取り組
みの一覧表作成は人権教育を推進する大切な資
料になると考えます。

男女共同参画指導員、男女平等教育推進委員
を通じて、幼稚園・保育所・小学校・中学校
における取り組みを年度末に報告していただ
くように依頼します。また、幼稚園、保育園
の報告を一覧表にします。

12
男女平等教育

推進状況の把握

道徳をはじめとする各教科、総合的な学習の時

間、特別活動、生徒指導、混合名簿の使用状況

等、男女平等に基づいた教育施策の実施状況に

ついて毎年調査します。

学校教育課

道徳や特別活動などの学習時間に望まし
い人間関係に関する内容が計画・実践・
評価されているかどうかを、学校訪問や
教育課程実施状況調査を通じて確認し、
指導や意識の共有化を行います。

道徳や特別活動，教科に時間において望ましい人
間関係に関する内容が計画・実践・評価されてい
るかを学校訪問等において確認した。
どの学校も適切に位置付けられていた。

特になし。

各教育課程の実施報告書について、男女共同参
画人権教育一年間のまとめの報告書から子ども
の実態や変容・課題を明確にし、男女共同参画
推進室と情報共有して、次年度の目標へとつな
げてほしいと思います。
学校訪問や教育課程・教育施策の実施状況調査
が行われていますが、その内容の確認や共有化
とともに、次への目標となる実践や成果のあっ
た取り組みにメッセージを送り、教職員の意欲
向上を図ってほしいと思います。

道徳や特別活動などの学習時間に望ましい人
間関係に関する内容が計画・実践・評価され
ているかどうかを、学校訪問や教育課程実施
状況調査を通じて確認し、指導や意識の共有
化を行います。

13
男女共同参画に関
する学習資料の活
用

学校と連携のもと、市内小・中学校での総合的
な学習の時間等において、男女共同参画学習資
料の活用を促進します。また、社会状勢に応じ
て、定期的に改訂していきます。

男女共同参画
推進室

男女平等教育推進委員を通じて小・中学
校における学習資料の活用を依頼してい
きます。また、内閣府作成の小学生用、
中学生用の男女共同参画をテーマにした
副教材を紹介します。有効な活用事例等
があれば、紹介していきます。

　男女平等教育推進委員会で「男女共同参画学習
資料」のほかに、内閣府作成の男女共同参画を
テーマとした小学生、中学生向けの副教材資料を
配布し、学習資料として授業などで活用していた
だくよう依頼しました。

　引き続き、市が作成している学習資料は小学校高
学年用であるため、内閣府等が作成している学習資
料を副教材として紹介します。また、各学校で活用
している教材が他にあれば、その紹介を行います。

「男女がともに歩む一行詩」は小中学校では意
識啓発がしっかりなされ、すばらしい取り組み
になっています。この一行詩の取り組みを一般
家庭にも広げ、子どもも大人もいっしょになっ
て考えることができれば、男女共同参画の理念
をひろげることができるのではないでしょう
か。みんなで楽しく取り組めることを考えてほ
しいと思います。

男女平等教育推進委員を通じて小・中学校に
おける学習資料の活用を依頼していきます。
また、内閣府作成の小学生用、中学生用の男
女共同参画をテーマにした副教材を紹介しま
す。有効な活用事例等があれば、紹介してい
きます。

13
男女共同参画に関

する学習資料の活

用

学校と連携のもと、市内小・中学校での総合的

な学習の時間等において、男女共同参画学習資

料の活用を促進します。また、社会状勢に応じ

て、定期的に改訂していきます。

学校教育課
市校長研修会において、総合的な学習の
時間などにて学習資料を活用していくよ
う働きかけていきます。

市校長研修会において、人権啓発事業や男女共同
参画推進の取組についての情報共有の機会を設
け、「男女がともに歩む一行詩」の取組を実施し
ました。また、市や県の人権教育研修会におい
て、教育関係者への意識啓発を図りました。すべ
ての小・中学校において、人権教育全体計画が作
成され、教科・領域における具体的方策が示され
ています。

特になし。
心に訴える詩、作文、絵本、写真、イラスト、
歌、音楽、映像、呼びかけ等々、多様な学習資
料を発掘し、提示してほしいと思います。

市校長研修会において、総合的な学習の時間
などにて学習資料を活用していくよう働きか
けていきます。
また、実践ができているかを学校訪問を通じ
て確認し、指導を行います。

5



Ⅱ　みんなが支えあう地域づくり

１ 市民共働による地域づくりの促進

（１）男女共同参画の視点に立った慣習・慣行の見直し

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

14
地域活動を担う団
体への啓発推進

自治会や子ども会育成会、ＰＴＡ等の地域を担
う団体に対して、男女共同参画に関する情報や
学習機会を提供するなどし、地域活動での男女
共同参画を推進します。今後は、各団体に直接
働きかけ、出前講座の開催などを促進します。

男女共同参画
推進室

男女共同参画地域推進委員などを通じ
て、市の出前講座の利用を促したり、
「綸りん」と連携・協力したりして、啓
発の機会を確保していきます。

　１月に郷育カレッジ講座を実施したほか、ふく
つ男女共同参画協議会「綸りん」が行う活動を支
援しました。
　３月の人材育成セミナーで避難所運営ゲームＨ
ＵＧを用いた講座を実施し、地域推進員に呼びか
け講座に参加していただきました。

　ふくつ男女共同参画協議会「綸りん」の活動に協
力したり、地域推進員会議で出前講座の呼びかけを
行ったりなど、地域に「男女がともに歩むまちづく
り」の取り組みが推進されるように啓発の機会を確
保していきます。

 定期開催する｢郷づくり推進協議会｣へ出向き､
参集の自治会長を啓蒙する｡

男女共同参画地域推進委員などを通じて、市
の出前講座の利用を促したり、「綸りん」と
連携・協力したりして、啓発の機会を確保し
ていきます。

15
「男女共同参画地
域推進員」との共
働

地域における男女共同参画を積極的に推進する
ため、「男女共同参画地域推進員」の設置を継
続し、委員を通じた各郷づくり推進協議会への
出前講座を開催します。

男女共同参画
推進室

男女共同参画地域推進員の会議の中で、
市の出前講座の利用を促したり、「綸り
ん」と連携・協力したりして、啓発の機
会を確保していきます。

　８月の男女共同参画地域推進員会議で「クロス
ロードゲーム」を実施し、郷づくり推進協議会で
出前講座実施を呼びかけました。

　地域推進員会議で、出前講座の紹介などを行って
いるが、実施に繋がらない

民生委員/児童委員団体に対して協力を要請し､
民生委員の担当地域住民への啓発促進を図る

男女共同参画地域推進員の会議の中で、市の
出前講座の利用を促したり、「綸りん」と連
携・協力したりして、啓発の機会を確保して
いきます。

（２）地域活動・交流の促進

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

16
男性を対象にした
講座の実施

男性を対象に、性別にとらわれない自分らしい
生き方を見つけるための講座を実施し、地域活
動への積極的参加を促進します。また、世代間
交流にも取り組みます。

男女共同参画
推進室

「プレパパ講座」を子育て世代包括支援
課と連携して行います。終了後に会議を
行い、その都度、実施したことについて
見直しを行います。今後も取り組みを継
続し、啓発していきます。

 「プレパパ講座」を計６回実施し、実施し、男性
の育児参画の必要性を伝えることができました。

　今後も「プレパパ講座」を継続して実施し、男性
の育児参画の必要性を伝え、ワーク・ライフ・バラ
ンスが進んでいくよう取り組んでいきます。アン
ケート調査

定期開催する｢郷づくり推進協議会｣へ出向き､
参集の自治会長に事前作成した回覧文書を配布
して地域住民への配布・浸透を図る｡

「プレパパ講座」を子育て世代包括支援課と
連携して行います。終了後に会議を行い、そ
の都度、実施したことについて見直しを行い
ます。今後も取り組みを継続し、啓発してい
きます。

16
男性を対象にした
講座の実施

男性を対象に、性別にとらわれない自分らしい

生き方を見つけるための講座を実施し、地域活

動への積極的参加を促進します。また、世代間

交流にも取り組みます。

いきいき健康

課

食による健康づくりの取り組みとして男
性料理教室を２回開催。男性の食の自立
を目指す。ふくとぴあと福津市文化会館
で行い、津屋崎地区の方も参加しやすい
よう配慮。参加者のレベルや要望に合わ
せたメニュー作りを行う。新型コロナウ
イルス感染症拡大防止にあわせて募集人
数を縮小するなど注意して実施するが、
より多くの人に参加してもらえるよう広
報等で周知を行う。

・広報紙に加え、SNSでの周知で申し込む人が増え
た。
・参加者は、8/26（金）7人、2/22（水）12人とR3
年度より増加（R3年度は実施1回・3人）。
・ふくとぴあ、福津市文化会館共に津屋崎、福間
両地区からの参加があった。（参加者比は津屋崎
3：福間7）
・料理初心者向けに使いやすい食材（切り身の魚
等）を使用するなどの工夫をした。

参加者が少ない。

定期開催する｢郷づくり推進協議会｣へ担当の市
役所職員が出向き､参集の自治会長に事前作成
した回覧文書の内容を説明後、自治会長の理解
を得た上で、回覧を依頼し、自治会住民への参
加を促す｡

・男性料理教室のリピーターを増やす
・男性料理教室の新規参加者を増やす
・料理教室の案内をSNSで周知する

17
「ふくつ男女共同
参画協議会（綸り
ん）」との共働

男女がともに歩むまちづくりに積極的に関わる
意欲のある市民やグループ・団体で構成される
「ふくつ男女共同参画協議会（綸りん）」と連
携し、男女共同参画推進事業を行う際の共働体
制づくりに努めます。

男女共同参画
推進室

「綸りん」が取り組む「クロスロード
ゲーム」の運営を引き続き支援し、協力
体制を構築して地域における「男女がと
もに歩むまちづくり」の浸透を行いま
す。

防災等をテーマに、「クロスロード」の手法を使
用した郷育カレッジ講座の開催に取り組みまし
た。また、他市との交流会で「クロスロード」を
行ったり、他市から「クロスロード」の講師の依
頼があったりしました。参加者からの感想は、良
好でした。

「綸りん」の会員さんは、自主的に講座内容を検討
されており、特に課題・問題はありません。

特になし

「綸りん」が取り組む「クロスロードゲー
ム」の運営を引き続き支援し、協力体制を構
築して地域における「男女がともに歩むまち
づくり」の浸透を行います。

6



18
ボランティア活動
支援の拡充

ボランティア活動支援システム（V-net）や市広

報を活用し、活動意欲のある人たちが、さまざ

まな分野でまちづくり活動に関われる環境づく

りを進めます。また、ボランティア団体の交流

や情報発信の機会を充実させます。

まちづくり推

進室

ボランティアセンター（７月から「未来
共創センター」として開設予定）へのア
ピールとともにボランティア情報の収
集・発信、活動紹介・仲介、各種相談・
支援、普及・啓発、ネットワーク形成の
強化を図ります。また、活動者の交流の
機会を提供します。

7月にボランティアセンターを改組し、市未来共創
センター「キッカケラボ」を開設。行政・NPO法人
をはじめとした公民連携型で運営している。広報
紙、市公式ホームページ・SNS、活性化イベントな
どを用いて、施設の周知に努めている。
登録団体の活動情報発信支援68件、登録団体間の
交流会2回、ボランティア講座1回・市民活動講座1
回を実施した。
センター窓口での相談件数が181件、前年比で約5
倍となっている。

１．スタッフのコーディネート力不足
コロナ禍におけるボランティア活動、市民活動が定
着し、活動に関する相談件数も増加傾向にある。ま
た相談内容も多岐にわたっており、職員のコーディ
ネート力向上の必要性が高くなってきている。

２．ボランティア情報の収集力不足
ボランティアや市民活動の支援役を務めるために必
要な市内外の関連情報を十分に集約出来ていない。

３．センターの認知不足
施設周知に努めているが、認知が不足している。

定期開催する｢郷づくり推進協議会｣へ出向き､
参集の自治会長等に事前作成した回覧文書を配
布して地域住民への配布・浸透を図る｡

１．市未来共創センターのコーディネート力
向上
総合窓口を務める市職員と、専門的な相談役
を務めるNPO法人（業務の一部受託）との連携
を強化しながら、センター全体でのコーディ
ネート力を強化します。

２．情報収集力の強化
センターへ届く情報のみならず、積極的にセ
ンター外に出向き、市内外の関連情報収集に
努めます。

３．継続的な施設情報発信
市の有するメディア、センターのホームペー
ジ・SNSを用いて、情報発信を継続します。

２ 男女共同参画の視点に立った地域防災の促進【新】

（１）地域での防災体制の充実

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

19
地域での支え合い

体制の整備

男女共同参画の視点で、自助、共助の大切さを

理解し、地域内で助け合う環境づくりを進めま

す。

防災安全課

令和２年３年度に縮小していた全市一斉
防災訓練を、通常の規模で実施します。
今年度は、災害時に迅速な避難に向け
て、訓練への参加を目指します。

今年度の全市一斉訓練は３年ぶりに地域での訓練
を再開した。　　　　　　　　　　　　　　タオ
ル掛け訓練参加8079世帯、避難場所への集合点呼
訓練参加は7842人であった。
新型コロナ感染症の流行が収まらない中でも各地
域で密にならない方法を工夫して実施した。

新型コロナ感染症感染拡大への不安の声は大きく、
集合点呼訓練は、世帯１人や役員のみと縮小し実施
する地域が多かった。

定期開催する｢郷づくり推進協議会｣へ出向き､
参集の自治会長に対し､地域住民全員参加によ
る避難訓練の意義を説き､実働避難訓練の実効
性向上を図る｡

昨年度は、全市一斉防災訓練を３年ぶりに通
常の規模で実施することができた。今年度
は、より迅速な避難と参加人数の回復を目指
します。

20 女性消防団の充実

防災教育や防火啓発などを中心に活動を行い、

女性が地域防災の担い手として活躍できる防災

組織の充実を図ります。

防災安全課

ここ２年、コロナ感染症感染拡大防止の
ため、活動の場が限られる中、女性消防
班は定期的に会議や研修を実施してきま
した。今年度、消防訓練等の行事を通常
どおり実施していくことで、女性消防班
の活動の場を広げることを目指します。

今年度女性消防班は、イオンモール福津で開催さ
れた消防操法大会での受付やアナウンス等を担当
した。また、徳島で開催された女性消防全国大会
に参加し、各地の女性消防団員と交流し、情報交
換を行った。

今後、新型コロナ感染症が収束し、地域での啓発活
動の機会が回復することを期待しています。

定期開催する｢郷づくり推進協議会｣へ出向き､
参集の自治会長に対し､女性消防団員の展示訓
練を含む地域住民全員参加による実働避難訓練
の実施を促す。

　女性消防班はコロナ感染症感染拡大防止の
ため、活動の場がありませんでしたが、定期
的に会議や研修で学んだことを、消防訓練等
の機会を活かし、活躍の幅を広げることを目
指します。

３ 国際理解・交流の推進

（１）国際的視野を持った人材の育成

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

21
国際規範・基準に
関する学習機会の
充実

男女共同参画市民講座において、女子差別撤廃
条約をはじめとする国際規範・基準に関する学
習機会や情報を提供し、国際的視野に立った人
材育成を図ります。

男女共同参画
推進室

郷育カレッジ講座や出前講座の中で、国
際的に見た日本の男女共同参画や福津市
の状況について取りあげ、参加者の気付
きを促すような講座運営ができるよう
に、継続していきます。

地域推進員会議や郷育カレッジ講座等で国際比較
（GGI）に関する項目を取り上げ、参加者に伝えま
した。

ジェンダーギャップ指数（GGI）では特に政治分
野・経済分野が低い状況であることがわかっていま
す。講座以外にも広報紙等の活用が課題です。

小・中学校及び光陵高校と調整して児童・生徒
に直接啓発する時間を設定してもらい､市の職
員が出向して児童・生徒を直接啓蒙する。

郷育カレッジ講座や出前講座の中で、国際的
に見た日本の男女共同参画や福津市の状況に
ついて取りあげ、参加者の気付きを促すよう
な講座運営ができるように、継続していきま
す。まずは、小中学校の先生で構成される平
等教育委員会の中でジェンダーの働きかけを
行っていきます。

22
女性海外研修事業
の周知・参加促進

福岡県女性海外研修事業「女性研修の翼」の周
知・情報提供を行い、市民の参加を促すこと
で、国際的視野を持つ女性リーダーの育成を図
ります。

男女共同参画
推進室

「女性研修の翼」事業はすでに終了して
いますので、海外研修事業の機会は現状
としてありませんが、市内の「翼の会」
のメンバーと協力しながら、男女共同参
画の周知・啓発に引き続き、取り組みま
す。

福岡県「女性研修の翼」の事業が終了しましたの
で、現状として海外研修の機会がなくなっていま
すが、過去に同事業に参加されたみなさんが、
「福津市翼の会」として年に一度、市長訪問を
行っています。男女共同参画推進室では市長訪問
に当たっての事前のアンケート調査に回答し、市
長訪問の際のアンケート調査を基にした質疑に対
応しています。

特になし。
定期開催する｢郷づくり推進協議会｣へ出向き､
参集の自治会長に事前作成した回覧文書を配布
して地域住民への配布・浸透を図る｡

「女性研修の翼」事業はすでに終了していま
すので、海外研修事業の機会は現状としてあ
りませんが、市内の「翼の会」のメンバーと
協力しながら、男女共同参画の周知・啓発に
引き続き、取り組みます。
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（２）国際交流活動の支援

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

23
国際理解教育の推

進

学校や地域で、ともに理解し、学習しあう国際

理解教育のひとつとして、ＡＬＴをはじめ外国

の人たちとの交流の機会を設けます。

学校教育課

市内の児童生徒とALTとの活動等を通
し、会話の機会を確保する等の工夫をし
ながら、生きた英語や異文化に触れさせ
ることで国際感覚やコミュニケーション
能力を養い、国際的視野を広げさせてい
きます。教育支援センターにもALTを派
遣し、英語に触れ、学ぶ機会を設けま
す。
また、各校年に1回ずつ市内のALTの全員
配置日を設け、模擬海外体験を行うこと
により、日ごろの授業の成果を確認しま
す。

市内小中学校及び教育支援センターにもALTを配置
したり、各校に全員配置日を設けたりすること
で、日頃から子どもたちが英語でALTとコミュニ
ケーションができる環境を整えています。
また、韓国の小学生とのオンライン交流や、修学
旅行先のハウステンボスでの英語活動、県主催の
交際理解教育など、各学校で様々な取組を行うこ
とで、初めて会う外国の方との交流も多く見られ
ました。
市主催のイングリッシュ・デイキャンプを、11月
３日の文化の日に設定することで、フィリピンや
イギリス、アメリカ等、各国の文化について学ぶ
ことができ、大変好評でした。

ALTの配置には、市の予算の限度があり、学級数の
増加に十分対応できていない部分もある。
地域人材（市内在住外国人）や、教育事務所派遣
ALTも活用しながら、より多くの外国の人との交流
機会を設定していきたい。

近隣の古賀市や宗像市と調整して各市のALTの
共同運用を図ると同時に､福岡教育大に働きか
けて留学生ボランティアを派遣してもらう。

市内の児童生徒とALTとの活動等を通し、会話
の機会を確保する等の工夫をしながら、生き
た英語や異文化に触れさせることで国際感覚
やコミュニケーション能力を養い、国際的視
野を広げさせていきます。教育支援センター
にもALTを派遣し、英語に触れ、学ぶ機会を設
けます。
また、各校年に1回ずつ市内のALTの全員配置
日を設け、模擬海外体験を行うことにより、
日ごろの授業の成果を確認します。
さらに、市主催のイングリッシュキャンプを
行い、より実践的な交流を行う場を設けま
す。

24
市内在住の外国人

への支援

市内在住の外国人に対する日本語教室を支援す

るなど、外国人が安心して暮らせる環境づくり

と市民との交流機会の提供に努めます。

まちづくり推

進室

日本語教室をはじめ、国際交流を促す活
動を実施している団体への、ボランティ
アセンター（７月から「未来共創セン
ター」として開設予定）設備の提供、活
動の参加希望者への情報提供を行いま
す。庁内の関連部署と連携し、共働の取
組みを進めます。

市未来共創センター「キッカケラボ」の登録団体
に対し、年間を通じて、会議室等の設備提供や、
団体活動の情報発信及び情報提供を行った。
令和４年度も前年同様、日本語教室実施団体が、
市住みよいまちづくり推進企画活動補助事業の交
付決定を受け、活動費の一部に対して、活動補助
及び関係部署と連携した支援に取組んだ。

日本語教室実施団体に対し、センター登録団体とし
て、市補助金の交付団体として、設備提供等の支援
に取組んでいる。
生徒のキャンセル待ちは多い状況にあるが、団体が
継続的に活動を続けることを優先し、団体の無理の
ないスタイル・規模での取組み支援に努めている。

定期開催する｢郷づくり推進協議会｣へ出向き､
参集の自治会長に､市内在住の外国人住民を把
握してもらい､爾後の市主催による日本語教室
開催の資を得る。

日本語教室をはじめ、国際交流を促す活動を
実施している団体への、市未来共創センター
からの支援を継続します。また、庁内の関連
部署と連携し、共働の取組みを進めます。
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Ⅲ　仕事と家庭・地域生活が両立できる環境づくり

１ 男女共同参画の視点に立った家庭生活支援の促進

（１）ワーク・ライフ・バランスの促進

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

25 ワーク・ライフ・
バランスの推進

仕事と生活の両立を図るため、ワーク・ライ
フ・バランスの推進に向けた情報提供や啓発を
行います。

男女共同参画
推進室

ワーク・ライフ・バランスの推進に向け
て、広報紙等で取りあげたり、郷育カ
レッジ講座等で取りあげたりするなどし
て、引き続き広く市民へ周知を図りま
す。

プレパパ講座の中で育休取得やワーク・ライフ・
バランスの話題を取り上げました。

市民への啓発活動だけでなく、事業所への働きかけ
も継続していきます。

本事業は、ワーク（事業者）とライフ（市民*
就業者）への両面の働きが必要と思われます。
ライフ側は、プレパパママという特定年齢層
（乳児の保護者世代）だけでなく、幅広い年齢
層をターゲットにできる取り組みをお願いしま
す。ワーク側は福津市内の事業者への事業啓発
の理解／周知を進める取り組みをお願いしま
す。

ワーク・ライフ・バランスの推進に向けて、
広報紙等で取りあげたり、郷育カレッジ講座
等で取りあげたりするなどして、引き続き広
く市民へ周知を図ります。

26
男性を育児参加に

促す機会の充実

ブックスタート事業やおはなし会などの機会を

通して、家庭での読み聞かせの推進、男性の育

児参加の促進を行います。

郷育推進課
男性も参加しやすい事業の形態にして、
男性の育児参加を促す機会を増やしま
す。

日曜おはなし会は、49回開催・延べ303名参加（大
人100名（うち男性21名）子供203名）がありまし
た。父の日には「パパのおひざでおはなし会」と
題し、普段よりも大規模なおはなし会を行い、男
性3名、女性4名の保護者の参加がありました。赤
ちゃん向けの木曜おはなし会は、12回開催・延べ
134名参加（大人65名（うち男性0名）子供69名）
がありました。夏休み工作教室では、延べ25名参
加（大人10名（うち男性6名）子ども15名）、おも
ちゃ作りワークショップでは延べ44名参加（大人
17名（うち男性6名）子ども27名）がありました。

女性保護者の参加が多いので、男性保護者の参加の
敷居が高く感じられている。

男性参加率の数値目標を設定、複数年の期間を
設定するなどして、モニタリングしては如何で
しょうか。（例：5年後に男性参加率50%を目指
すなど。もし現状あるのであれば、次年度より
当項目に記載ください。）
取り組みとして、父の日の取り組みは良いかと
思います。これまでの実績を踏まえて、男性が
参加しやすいイベント（休日等の開催、家族全
員が参加しやすい内容など）のご検討をお願い
します。

引き続き開催形態やPR方法を工夫し、男性が
参加しやすい事業を増やします。

27
父親の子育てに関

する学習会の開催

父親が子育てに関心を持つよう、学習会や講座

を開催するなど、父親のための情報提供を充実

します。

こども課

（大和）
園内で父親対象の子育て講座の実施しま
す。支援センターでのパパ講座に男性保
育士の派遣をする。懇談会等で父親と母
親からの目線の子育て交流等行います。

（なかよし）
子育て支援センターでは、遊びの場のな
かよしルームでおもちゃの環境を整え、
父親が子どもと関わって十分に遊べるよ
うにします。父親と子どもが参加する講
座を実施し、子どもとわらべ歌遊びを楽
しんだり、父親同士が交流できるように
します。

(なかよし）
なかよしルームで年齢に応じたおもちゃを準備
し、子どもが十分に遊べる環境を整えました。父
と子や夫婦と子どもで来館し、一緒に遊ぶ姿が見
られました。6月に0歳の子どもと父親を対象に
「パパと一緒にぴよぴよタイム」を実施し、8組の
参加がありました。7月に大和保育所の男性保育士
を講師に招き、1歳の子どもと父親を対象に「男性
保育士とパパぴよタイム」を実施し、7組の参加が
ありました。

（大和）                                  来年
度も実施予定。参加対象を広げたり、子どもの年齢
で分けたり、父親の参加方法を考えていきたい。

（なかよし）
問題点は特にありませんが、父親がかかわる機会を
増やすために、令和5年度は6月だけでなく12月にも
0歳の子どもと父親を対象にした「パパと一緒にぴ
よぴよタイム」を行います。

乳幼児の時期は、父親同士の交流が少ないよう
に思います。交流会が好評とのことで、素晴ら
しいと思います。是非継続取り組みをお願いし
ます。

事業内容に子の対象年齢がありませんが、幼稚
園／保育園及び小学生以降の父親の子育ての参
画という点でも、現状では女性側に負担が偏っ
ている部分もあるかと思われますので、今後対
象を広げる検討も必要であればお願いします。

（大和）
０・１・２歳児の父親を対象とした講演と触
れ合い遊びを実施する。この事業は７年目と
なり、参加人数も年々増えている。父親同士
の交流会となり好評を得ている。初めての子
育ての父親の悩みを共有したり、触れ合い遊
び等での父親の子育ての参考になっている。
また、支援センターの男性保育士とパパの講
座にも男性職員を保育所から出して好評なの
で、引き続き行いたい。

（なかよし）
今後もなかよしルームのおもちゃの環境を整
え、父親が子どもと関わって十分に遊べるよ
うにします。今年度は0歳と父親と子どもが参
加する講座の回数を1回増やし、0歳を2回、1
歳を1回実施します。子どもとわらべ歌遊びを
楽しんだり、父親同士が交流できるようにし
ます。
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27
父親の子育てに関

する学習会の開催

父親が子育てに関心を持つよう、学習会や講座

を開催するなど、父親のための情報提供を充実

します。

子育て世代包

括支援課

プレママパパ講座は、新型コロナウイル
ス感染防止対策を講じながら開催する。
父親も育児の知識を深め、関心がもてる
ように、母子手帳の発行時、父親にも参
加してもらうよう伝える。

新型コロナウイルス感染症やその他の感染症対策
を講じて年6回講座を実施した。
母子手帳交付時、夫・パートナーと来所する方が
増えてきている。個別交付で対応しているため、
反応を見ながら夫・パートナーからも話を聞き出
せるように関わり、2人に向けて出産・育児準備講
座の情報提供、予約の流れまで説明した。

今年度の講座のアンケートから「夫婦で参加できる
講座が希望」との声があがっていたため、プレママ
パパ講座に加えてハッピークッキング講座も夫婦で
参加できるようにする。
また、初産婦に限らず経産婦にも必要な健康支援の
場となるため、対象を全妊婦とその夫・パートナー
と改善して来年度は実施する予定。

アンケート結果より、講座内容の改善が行われ
ており、適切な学習会の運営が行われてよいと
思います。また、感染症対応として適切な臨時
対応が行われており、こちらも良いかと思いま
す。
対象年齢層については、幼稚園／保育園及び小
学生以降の父親の子育ての参画という点でも、
現状では女性側に負担が偏っている部分もある
かと思われます。幅広い年代への子育て支援を
お願いします。

プレママパパ講座は、各種感染症防止対策を
講じて開催する。
父親も育児の知識を深め関心がもてるよう
に、情報提供だけでなく体験型（妊婦体験・
赤ちゃんの抱っこ等）の内容を増やす。
母子手帳の発行時や妊婦電話訪問を活用し、
父親にも参加してもらうよう伝える。

28
介護に関する講座

の実施

介護予防・家族介護教室、認知症介護教室等を

開催し、介護技術の習得や介護に対する理解を

深めるとともに、男性の参加を促進します。

高齢者サービ

ス課

介護予防・家族介護教室、認知症介護教
室等を開催し、一方の性に偏ることな
く、男女ともに介護への理解が可能にな
るよう働きかけを行います。
休日に、大型ショッピングモールにて認
知症啓発活動・講座を開催することによ
り、老若男女関係なく、学びの場を設け
ます。情報コーナーに介護や認知症に関
するリーフレットを設置することによ
り、認知症のことを「知ってもらう」
きっかけをつくります。

また、市内の小中学校で認知症サポー
ター養成講座を定期的に継続し、今年度
は、高校でも講座を行うことにより、認
知症や介護に対する理解を広めていきま
す。

世界アルツハイマー月間に合わせ、市立図書館に
おいて交流会を開催しました。認知症の家族を介
護している方、すでに介護を終えた方等が参加
し、困っていることや工夫していることを語り合
いました。「もっとたくさん話したかった」「経
験者の話が聞けてよかった」と介護者の想いを共
有する場の必要性が見える会となりました。
また、広報媒体にLINEを活用したことで、認知症
サポーター養成講座や家族介護教室への申込者数
が増加し、家族介護教室においては大幅に計24名
が参加。周知方法の多様化による効果が実感でき
ました。

令和４年度も大型ショッピングモールにて認知症啓
発のためのイベントを実施しましたが、会場となる
ホール以外での啓発活動において、認知症啓発のた
めのイベントであることが伝わりにくかった点が課
題として見えました。
また、イベントの参加についてはコロナ禍であるこ
とから事前予約制で実施しましたが、当日参加につ
いても座席に余裕がある場合は受け付けることとし
ていました。しかし、講演を行う際には声がショッ
ピングモール内に漏れることがないよう、会場であ
るホールを締め切るため、当日参加率は非常に低い
結果となりました。以上から、実施にあたって多方
面で工夫が必要と考えます。

大型ショッピングモールでのイベント開催は、
より広範囲の方に、参加へのハードル低く参加
いただけるかと思われますので、良いと思いま
す。
今年度目標と掲げられている、高校での取り組
みは、対象の年齢層をより広げるという意味
で、素晴らしいかと思います。
介護は、高齢になってその状況に直面してから
の対応となると、急な認識変更等が必要になる
場面もあり、如何にその状況に陥る前に、心構
えや準備ができているかが重要と思います。今
後も学生層や若年・中年層などへの理解促進を
お願いします。

介護予防・家族介護教室、認知症介護教室等
を開催し、一方の性に偏ることなく、男女と
もに介護への理解が可能になるよう働きかけ
を行います。
休日に、大型ショッピングモールにて認知症
啓発活動・講座を開催することにより、老若
男女関係なく、学びの場を設けます。情報
コーナーに介護や認知症に関するリーフレッ
トを設置することにより、認知症のことを
「知ってもらう」きっかけをつくります。

また、市内の小中学校で認知症サポーター養
成講座を継続的に行い、高校でも認知症や介
護に対する理解を広めていきます。
相手のニーズに応じて講座内容を変更するこ
とによって、より一層、認知症の理解を深め
るようにします。

（２）多様な家庭生活に対応した子育て支援

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

29
子育て支援事業の

充実

子育て支援センター機能の充実を図り、就学前

児童及びその保護者等の遊びや交流の場を提供

する子育て支援事業を積極的に推進します。ま

た、ファミリー・サポート・センター事業の周

知に努め、利用の促進を図ります。

こども課

（なかよし）
子育て支援センターでは、未就学児の遊
びの場や保護者の交流・学びの場を提供
する子育て支援事業を積極的に推進しま
す。令和3年度からファミリー・サポー
ト・センター事業の利用数が増えてお
り、さらに活動が活発になるように広報
等で周知します。活動が円滑に始まるよ
うにおねがい会員の依頼内容や住所など
を考慮し、活動前のアドバイザー・まか
せて会員・おねがい会員の事前打ち合わ
せを行い、活動につなげていきます。

（なかよし）
なかよしルームは人数制限を行っての利用でし
た。なかよしのスタッフが保護者の悩みを聞き、
子育ての不安の軽減に努めました。「子育て支援
センターがあって良かった」という利用者の声が
聞かれました。育児講座、親子遊びの講座、知り
タイム話しタイム（トイレトレーニング）、ぴよ
ぴよタイム、ともだちタイム、あいあいタイム、
ぽっぽタイム（多胎児の事業）などの事業を開催
しました。なかよしルームの利用や各種事業の参
加をとおして保護者同士の交流する姿が見られま
した。今年度は初めて、3月に0歳・1歳の子どもと
保護者を対象に出張子育てサロン「ぴよぴよタイ
ム」を宮司コミュニティセンターで開催し、6組の
参加がありました。ファミリー・サポート・セン
ター事業ではまかせて会員が7名増えました。まか
せて会員が増えたことで子どもの預かりや送迎な
どの活動が盛んになりました。

(なかよし）
出張子育てサロン「ぴよぴよタイム」は令和5年度
は３回行い、回数を増やします。利用者から離乳食
の質問が多いため、令和５年度の「知りタイム話し
タイム」では子育て世代包括支援課の栄養士を講師
に招いて離乳食を２回、子育て支援センターの職員
がトイレトレーニングを２回と内容の見直しを行い
ます。
ファミリー・サポート・センター事業では送迎の依
頼が増えています。子どもの年齢によってはチャイ
ルドシートが必要なため、依頼できるまかせて会員
さんが限られています。

転勤族の方が地方での子育てに悩み、一時的に
帰省して子育ての支援を受けたいと思ったと
き、（なかよしルーム）人数制限に戸惑いわか
りやすい周知の仕方を希望された。その後の利
用スケジュールや出張子育てサロンも利用しや
すくなる。　ファミリーサポートセンター事業
では送迎のためのチャイルドシートはリサイク
ルを募ってみてはいかがでしょうか。

（なかよし）
子育て支援センターでは、今後も未就学児の
遊びの場や保護者の交流・学びの場を提供
し、子育て支援事業を積極的に推進します。
ファミリー・サポート・センター事業は広
報・ポスター等で周知します。今年度もおね
がい会員の希望者には随時、講習会を実施し
ます。その後、ファミリー・サポート・セン
ターのアドバイザー、まかせて会員、おねが
い会員の三者で事前打ち合わせを行い、すぐ
に活動につながるように取り組んでいきま
す。

30
のびのび発達支援

センター事業の充

実

子どもの「そだち」についての個別相談や、専

門医療機関との連絡・調整、発達支援に関する

事業、保護者学習会・交流会などを実施し、発

達支援が必要な子どもの成⾧を促し、保護者の

不安の解消を図ります。

こども課

（のびのび）
個別相談を通じて子どもの発達を促し、
保護者に対して適切なアドバイスを提供
していきます。また、子どもの発達に応
じて、集団療育や関係機関へつなぎ、連
携することでより良い支援を行っていき
ます。
市内の幼稚園、保育園職員対象の学習会
の実施、学童保育所への訪問を行い、発
達支援についての啓発活動を行います。
各担当課、関係機関との連携を密にし、
子どもの成長とその家族を支援していき
ます。

（のびのび）
各保育園・幼稚園・小中学校との連携を取りなが
ら子供たちや保護者の困りを取り除いていけるよ
う、適切なアドバイスを提供したり、支援を行っ
てきました。また、発達に問題のある子について
は、各医療機関につなぎ、児童発達支援施設等に
つないでいきました。
また、市役所内の各課とも連携を密にし、情報を
共有するとともに子供の成長とその家族を支援す
ることが出来ました。
今年度途中からではありますが、言語聴覚士が
入って言語訓練等ができるようになり、成果が出
ました。

（のびのび）
大きな問題点はありませんが、不登校の児童に関し
て、児童に問題があるのでは？との学校の判断で、
保護者が納得のいかないまま、当センターに相談を
してこられることがあり、学校に対して不信感を持
たれている案件がいくつかありました。園や学校と
保護者の信頼関係づくりの大切さを特に感じまし
た。

・支援学級の増加に伴い個別の支援が行き届か
ない。
・療育先の学習支援がベースになっているので
学校主体の学習を希望する。
・療育先と学校の相互連携をもっと密にできな
いか。
・1クラスに多学年年の生徒がいる学級もあり
担当の教師の負担も大きいのではないか。支援
学級担当の教師への配慮も必要ではないか。
との声が聞かれた。

(のびのび）
・個別相談を通じて子どもの発達を促し、保
護者に対しても適切な対応の仕方などをアド
バイスしていきます。
・子どもの発達に応じた集団保育を行った
り、療育機関へつなぎ連携することで、より
よい支援を行っていきます。
・市内の幼稚園保育園職員対象の学習会の実
施（年３回）や保護者向けの研修会などを行
い、発達についての理解や支援の大切さなど
をお話ししています。
・市内の幼稚園、保育園、小学校、学童など
年に２回の訪問を通して子どもたちの様子を
把握したり、支援の方法などを共有していま
す。
・各担当課、関係機関との連携を密にし、子
どもの成長とその家族を支援していきます。

10



31
親子を対象とした

健康相談・訪問の

充実

乳幼児とその保護者を対象に、各種健診の機会

を活用し、発達・発育、栄養などについて相談

を行います。また、生後4か月を迎えるまでの乳

児がいるすべての家庭を保健師・助産師が訪問

し、乳幼児の発育発達の状態や母親の健康状態

について観察するとともに、育児に関する不安

や悩みの解消を図ります。

子育て世代包

括支援課

赤ちゃん訪問（乳児全戸訪問）は目標
100％の実施を目指す。乳幼児健診未受
診者については福岡ルールに基づいて全
件把握（未受診理由の把握、児の安否確
認）する。電話・訪問・文書により受診
勧奨を行う。また、児の安否確認がとれ
ないケースや養育環境が心配なケースに
ついては、こども課や保育園・幼稚園、
児童相談所等の関係機関と連携を図る。
リスクのある家庭については、関係機関
で定期的な事例検討、情報共有、随時の
計画見直しを行いながら、継続的なフォ
ローを実施していく。母親の支援、育児
相談に関しては、随時個別相談や健診
フォローを行い、地区担当保健師が主と
なり継続支援していく。

伴走型相談支援事業が開始され、母子手帳交付時
や転入手続き時に相談支援として子育てアプリや
相談窓口の紹介を行った。赤ちゃん訪問（乳児全
戸訪問）は連絡のとれないケースは自宅訪問を行
い、その場で赤ちゃん訪問の予約を入れるなど取
り組みを行うことで赤ちゃん訪問を実施すること
ができた。養育環境が心配なケースについては妊
娠時より関わり、関係を築くことで関係機関とと
もに継続的な支援を行うことができた。

引き続き会えない人へのアプローチ、妊娠期からの
継続的な支援を行う。また支援につながらないケー
スについては関係機関と連携しながら見守りを行っ
て行く。

他県から転入した母親が心身共に疲労し自分か
ら相談することができず民生委員の手を借りた
等聞き、各関係機関との連携が密に必要だと思
われた。

赤ちゃん訪問（乳児全戸訪問）は目標100％の
実施を目指す。
乳幼児健診未受診者については福岡ルールに
基づいて全件把握（未受診理由の把握、児の
安否確認）し、電話・訪問・文書により受診
勧奨を行う。
児の安否確認がとれないケースや養育環境が
心配なケースについては、こども課や保育
園・幼稚園、児童相談所等の関係機関と連携
を図る。
リスクのある家庭については、関係機関で定
期的な事例検討、情報共有、随時の計画見直
しを行いながら、継続的なフォローを実施し
ていく。
母親の支援、育児相談に関しては、随時個別
相談や健診でフォローを行い、地区担当保健
師が主となり継続支援していく。

32 託児サービスの充
実

子育て世代が社会活動等に参加しやすい環境づ
くりを進めるため、市主催の講座や研修、シン
ポジウムなどの事業に、託児サービスを行いま
す。また、地域の行事等にも託児制度が導入さ
れるよう働きかけます。

男女共同参画
推進室

男女共同参画推進室が運営する事業での
託児の対応について、積極的に行いま
す。また、他の部署が行う事業について
も、託児対応を可能な限り行うように働
きかけます。

男女共同参画推進室が行う事業（講演会、講座、
女性のための無料法律相談、労働相談会）には、
託児対応を明記しました。

特になし。
託児が必要な世代の方々が勉強や情報を得る機
会の手助けとなるように託児サービスの支援を
よろしくお願いします。

男女共同参画推進室が運営する事業での託児
の対応について、積極的に行います。また、
他の部署が行う事業についても、託児対応を
可能な限り行うように働きかけます。

33
ひとり親家庭の就

業支援の実施

ひとり親家庭の父親、母親の就業を促進し自立

を支援するため、就業に結びつく可能性の高い

資格取得に取り組む父親、母親に対し、受講料

の一部助成や一定期間の生活費などを支給しま

す。

こども課

（家児相）
就労に有利となる資格が取得できるよう
に給付金を支給し、生活の支援を行いま
す。掲示物や配布物を窓口に設置し啓発
します。ハローワーク等関係機関と連携
し、安定した就労へつながるように支援
を行います。

（家児相）
今年度は８名が高等職業訓練促進給付金を受給し
ましたが、うち２名が就職のため途中で停止と
なっています。残り６名のうち１名が修了支援給
付金を受給される予定でしたが、卒業が延期と
なっています。ハローワークと連携した巡回相談
は３名の申込があり、相談・就労へとつながって
います。

（家児相）
特になし。

就労と就労につながる可能性のある給付制度が
ある事を周知し支援できる事を希望します。

（家児相）
就労に有利となる資格が取得できるように給
付金を支給し、生活の支援を行います。掲示
物や配布物を窓口に設置し啓発します。ハ
ローワーク等関係機関と連携し、安定した就
労へつながるように支援を行います。

34 保育環境の拡充
延⾧保育・一時保育・障がい児保育等、多様な

保育を実施します。また、地域との連携を図る

ための子育て支援事業に取り組みます。

こども課

（保育所）
多様な保育ニーズに対応するため、延長
保育事業、一時預かり事業、障がい児保
育事業、医療的ケア児保育事業を行う保
育所を支援します。

（学童）
関係機関との連携を密に行い、一人一人
の児童や家庭に応じた子育て支援を行い
ます。
学校と学童保育所の連絡会で情報交換を
行い、支援のあり方について共通理解を
図ります。

（保育所）
多様な保育ニーズに対応するため、延長保育事業
を保育所12か所、認定こども園2か所、事業所内保
育施設1か所、小規模保育施設8か所で実施しまし
た。また、一時預かり事業については、保育所3か
所、小規模保育施設2か所で実施しました。障がい
児保育事業は保育所6か所、認定こども園1か所で
実施しました。医療的ケア児保育事業は、大和保
育所で実施しました。

(学童）
小学校、学童保育所、双方の観点から、児童の健
全な育成のために必要な支援のあり方についての
共通理解を得るため、小学校・学童保育所連絡会
を実施しました。会議では、特に支援が必要な子
ども達の情報についての共有の方法、問題点など
を話し合い、連携体制の改善を行いました。

（保育所）
保育士の不足等により安定した事業の実施が困難な
事業所もありました。医療的ケア児保育は、公立1
園のみのため、受け入れ可能な施設を増やせるかが
課題となっています。

（学童）
学童保育で預かる児童の一人一人の健全な育成のた
め、小学校と学童保育所の間で、必要な情報交換や
協力を行えるよう、今後も連携しながら体制を改善
していく必要がある。

多様な保育ニーズの対応を統計化し各々の感想
があれば利用者にわかりやすいのではないかと
思われます。

（保育所）
多様な保育ニーズに対応するため、延長保育
事業、一時預かり事業、障がい児保育事業、
医療的ケア児保育事業を行う保育所を支援し
ます。

（学童）
関係機関との連携を密に行い、一人一人の児
童や家庭に応じた子育て支援を行います。
学校と学童保育所の連絡会で情報交換を行
い、支援のあり方について共通理解を図りま
す。
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２ 働きやすい環境づくりの促進

（１）女性が活躍できる環境整備の促進

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

35 市内事業者への啓
発促進

仕事と家庭等が両立できる職場づくりを推進す
るために、商工会を通じて「男女がともに歩む
まちづくり基本条例」や次世代育成対策推進法
等の周知を図るとともに、出前講座などを実施
します。

男女共同参画
推進室

市商工会を通じて、事業者向けに、市の
「男女がともに歩むまちづくり」の情報
提供を行います。
また、市が実施する講座等を案内し、参
加に繋がるよう努めます。

労働相談窓口の利用についてチラシや広報紙を活
用して、周知を行いました。園長会や校長会でも
配布し、掲示を依頼しました。労働者だけでな
く、雇用主についても利用できることを周知しま
した。

ワーク・ライフ・バランスの取り組みは、中小企業
等小規模業者にとっては、実現が難しい取り組みか
もしれませんが、引き続き周知・啓発を行っていき
ます。

商工会としても市内事業への周知を行い、目標達
成に向けて協力致します。

市商工会を通じて、事業者向けに、市の「男
女がともに歩むまちづくり」の情報提供を行
います。
また、市が実施する講座等を案内し、参加に
繋がるよう努めます。

35
市内事業者への啓

発促進

仕事と家庭等が両立できる職場づくりを推進す
るために、商工会を通じて「男女がともに歩む
まちづくり基本条例」や次世代育成対策推進法
等の周知を図るとともに、出前講座などを実施
します。

地域振興課

商工会を通じて、コロナの影響下におい
て浮き彫りになった人権問題や、社会的
差別等の課題を注視して、ワーク・ライ
フ・バランスの取り組みについて各事業
所への推奨を図ります。

今年度も市内事業者の多くが新型コロナウイルス
感染症の影響で経営に打撃を受け、商工会におい
ても市内事業者に対する個別支援に追われ、推奨
を勧められる状況ではなかった。

新型コロナウイルス感染症の影響を見ながら、新し
い生活様式、働き方とともに事業者の規模に合わせ
た取り組みや定期的な広報の中で啓発することなど
が必要。

商工会としても市内事業への周知を行い、目標達
成に向けて協力致します。

商工会を通じて、コロナの影響下において浮
き彫りになった人権問題や、社会的差別等の
課題を注視して、ワーク・ライフ・バランス
の取り組みについて各事業所への推奨を図り
ます。

36
育児・介護休業制
度等の周知と制度
利用促進

男女がともに仕事と育児・家庭を両立できるよ
う、広報誌を活用して育児・介護休業法を広く
市民に周知します。また、商工会と連携のも
と、事業者への情報提供を行います。

男女共同参画
推進室

育児休業の制度の周知を図るため、「プ
レパパ講座」の機会などを生かして、若
年層の男性に伝えていきます。
また、市商工会を通じて、事業者への周
知も検討します。

「プレパパ講座」の際に、育児休業制度のことに
触れ、周知を行い、男性の家事・育児への積極的
参画を促しました。また、広報紙に男性の家事・
育児参画や育休取得をすすめる記事を掲載しまし
た。

福津市内への若年世帯の転入に伴い、若い子育て世
代も増えています。男性の家事・育児への積極的な
参画が進んで行くように、今後も啓発・普及を進め
ていきます。

特にありません

育児休業の制度の周知を図るため、「プレパ
パ講座」の機会などを生かして、若年層の男
性に伝えていきます。
また、市商工会を通じて、事業者への周知も
検討します。

36
育児・介護休業制

度等の周知と制度

利用促進

男女がともに仕事と育児・家庭を両立できるよ
う、広報誌を活用して育児・介護休業法を広く
市民に周知します。また、商工会と連携のも
と、事業者への情報提供を行います。

地域振興課
商工会を通じて、市内事業者へ状況に応
じた効果的な関連情報を発信し、周知を
図ります。

今年も市内事業者の多くが新型コロナウイルス感
染症の影響で経営に打撃を受けているため、市内
事業者に対して推奨を勧められる状況ではなかっ
た。

新型コロナウイルス感染症の影響を見ながら、新し
い生活様式、働き方とともに事業者の規模に合わせ
た取り組みや関連する最新情報を広報の中で啓発す
ることなどが必要。

商工会としても市内事業への周知を行い、目標達
成に向けて協力致します。

商工会を通じて、市内事業者へ状況に応じた
効果的な関連情報を発信し、周知を図りま
す。

37 再就職・起業支援
講座の実施

福岡県労働者支援事務所や21世紀職業財団等と
の共催で、女性が再就職するための基礎知識・
技術を学ぶ講座を実施します。

男女共同参画
推進室

県が主催する「子育て女性のための就職
支援セミナー」などの事業に協力し、再
就職支援を行うようにします。

県が主催する「子育て女性のための就職支援セミ
ナー」などの事業の広報等のチラシを設置するな
ど周知を行いました。

特になし。 特にありません
県が主催する「子育て女性のための就職支援
セミナー」などの事業に協力し、再就職支援
を行うようにします。

38 労働相談や情報提
供の充実

女性が働き続けるため、広報や市役所情報コー
ナーを効果的に活用し、労働に関する基礎知
識、各種資格取得、技能習得、労働相談などに
ついての情報提供を充実します。

男女共同参画
推進室

福岡県労働者支援事務所との共同で、
「労働相談会」を実施します。
また、電話や窓口相談等で労働問題に関
わる相談の際は、県労働者支援事務所と
連携しながら対応していきます。また定
員枠に入れなかった市民には、予約なし
で電話相談が出来る、厚生労働省の福岡
労働局の連絡先も紹介します。

広報紙で年４回、県の出張労働相談会の案内を
し、実施しました。働き方、賃金未払いの２件の
相談がありました。電話による労働相談について
は、福岡県労働者支援事務所を紹介しました。関
連情報のチラシについては窓口等に設置しまし
た。

労働問題で悩んでいる方の支援が行き届くよう、県
労働者支援事務所と連携して対応していきます。

特にありません

福岡県労働者支援事務所との共同で、「労働
相談会」を実施します。
また、電話や窓口相談等で労働問題に関わる
相談の際は、県労働者支援事務所と連携しな
がら対応していきます。また定員枠に入れな
かった市民には、予約なしで電話相談が出来
る、厚生労働省の福岡労働局の連絡先も紹介
します。
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（２）自営業における男女共同参画の促進

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

39
商工業・農業・漁
業従事者研修の実
施

商工会・農業改良普及センター、農協、漁協と
連携し、団体における女性役員登用の促進や男
女共同参画意識の普及に向けた研修、出前講座
などを開催します。

男女共同参画
推進室

「人材育成セミナー」や出前講座等を通
じて、女性の経済的自立や役員等への積
極的な登用につながるような内容の講座
を企画していきます。

今年度は商工業・農業・漁業従事者向けの講座が
実施できませんでした。

地域や職場などにいかせる実践的な知識やスキルの
学びの機会となるような企画を実施することが課題
です。

今年度は可能な限り研修会の開催をお願いしま
す。

「人材育成セミナー」や出前講座等を通じ
て、女性の経済的自立や役員等への積極的な
登用につながるような内容の講座を企画して
いきます。

39
商工業・農業・漁
業従事者研修の実
施

商工会・農業改良普及センター、農協、漁協と
連携し、団体における女性役員登用の促進や男
女共同参画意識の普及に向けた研修、出前講座
などを開催します。

地域振興課

（商工業）
男女共同参画の意識普及のため研修会を
実施すると共にリーフレットの配布で情
報提供するよう、各団体に勧めます。

今年度も研修会を行うことができず、個別相談の
中で男女共同参画意識の普及に努めた。

広く普及を行うという点では研修会等でリーフレッ
トを配布することが有効であるが、開催できない場
合でも広報の中で啓発を行うなどが必要。

引き続き、各団体に周知をお願いします。

（商工業）
男女共同参画の意識普及のため、リーフレッ
トの配布やポスターの掲示等で情報提供する
よう、各団体に勧めます。

39
商工業・農業・漁
業従事者研修の実
施

商工会・農業改良普及センター、農協、漁協と
連携し、団体における女性役員登用の促進や男
女共同参画意識の普及に向けた研修、出前講座
などを開催します。

農林水産課 男女共同参画の意識普及のため研修会を
実施するよう、各団体に勧めます。

商工会・農業改良普及センター、農協、漁協と連
携し、団体における女性役員登用の促進や男女共
同参画意識の普及に向けた研修、出前講座などを
開設した。

特になし
各団体により一層の男女共同参画意識の普及理
解をお願いします。

男女共同参画の意識普及のため研修会を実施
するよう、各団体に勧めます

40 リーダーとなる女
性農業者の育成

農業における女性指導者を育成するとともに、
農業委員会など方針決定の場への女性の参画を
促進します。また、市の講座やセミナーへの女
性農業者の参加を促します。

男女共同参画
推進室

「人材育成セミナー」などの講座を、女
性農業者にも農業担当部署を通じ、積極
的に参加を呼びかけます。実施にあたっ
ては、農業に従事する女性に向けた効果
的な取り組みになるように配慮します。

男女共同参画審議会委員に農業に関わる男性に
なってただいております。農業者の視点から、農
業女性に向けた働きかけについて、ご意見をいた
だくことができました。

農業女性に対して、積極的に講座等の周知を行いな
がら、実情等を伺う機会を作っていきたいと考えて
います。

引き続き担当部署と協力し、周知をお願いしま
す。

「人材育成セミナー」などの講座を、女性農
業者にも農業担当部署を通じ、積極的に参加
を呼びかけます。実施にあたっては、農業に
従事する女性に向けた効果的な取り組みにな
るように配慮します。

40 リーダーとなる女
性農業者の育成

農業における女性指導者を育成するとともに、
農業委員会など方針決定の場への女性の参画を
促進します。また、市の講座やセミナーへの女
性農業者の参加を促します。

農林水産課 男女共同参画の意識普及のため研修会を
実施するよう、各団体に勧めます。

認定農業者協議会を通じて制度の理解を深めると
ともに、補助制度利用者には積極的に「家族経営
協定」の締結の促進を図った。

特になし 引き続き各団体に勧めていただきたい。
男女共同参画の意識普及のため研修会を実施
するよう、各団体に勧めます。

40 リーダーとなる女
性農業者の育成

農業における女性指導者を育成するとともに、
農業委員会など方針決定の場への女性の参画を
促進します。また、市の講座やセミナーへの女
性農業者の参加を促します。

農業委員会事

務局

福岡県女性農業委員対象の研修会や女性
対象の研修会への参加を積極的に促しま
す。

女性農偉業委員対象の研修会の案内あり、本年は
10月12日開催の女性農業委員研修会へ２名出席し
た。

研修会の開催場所（遠方）によっては、出席できな
いことがある。

特になし
福岡県女性農業委員対象の研修会や女性対象
の研修会への参加を積極的に促します。

41 生産技術や経営能
力向上支援

自営業の女性がその貢献に見合う評価を受け、
対等なパートナーとして方針決定や経営に参画
していくことができるよう、商工会を通じた広
報・啓発活動に取り組みます。

地域振興課 商工会を通じて、市内事業所への関連情
報の周知・啓発を図ります。

今年度も市内事業者の多くが新型コロナウイルス
感染症の影響で経営に打撃を受け、商工会におい
ても市内事業者に対する個別支援に追われ、推奨
を勧められる状況ではなかった。

新型コロナウイルス感染症の影響を見ながら、新し
い生活様式、働き方とともに事業者の規模に合わせ
た取り組みや関連する最新情報を広報の中で啓発す
ることなどが必要。

商工会を通じてはもちろんのことだが、その他
の周知や啓発方法がないのなか模索してみて
は？

商工会を通じて、市内事業所への関連情報の
周知・啓発を図ります。
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42 家族経営協定の普
及促進

認定農業者協議会を通じて制度の理解を深める
とともに、補助制度利用者には積極的に「家族
経営協定」の締結の促進を図ります。

農林水産課
認定農業者協議会を通じて制度の理解を
深めるとともに、「家族経営協定」の締
結の促進を図ります。

認定農業者協議会を通じて制度の理解を深めると
ともに、補助制度利用者には積極的に「家族経営
協定」の締結の促進を図った。

特になし
経営者への制度理解はもちろんのことだが、配
偶者や後継者への周知が特に必要だと思いま
す。

認定農業者協議会を通じて制度の理解を深め
るとともに、「家族経営協定」の締結の促進
を図ります。

（３）労働条件や労働環境の整備促進

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

43
男女共同参画推進
状況報告書の受付
及び公表

男女がともに歩むまちづくり基本条例第６条第
３項に基づく、男女共同参画推進状況報告書に
ついては、工事請負などの業者登録時に提出を
求め、その提出状況はホームページ等で公表し
ます。今後は、報告結果の有効活用を検討しま
す。

男女共同参画
推進室

業者から提出された申請の回答内容の集
計や分析により、特徴的な取り組みを
行っている事業者があった場合は、周知
を行います。

指名競争入札参加資格審査申請が行われたので、
申請書類と一緒に男女共同参画推進状況報告書の
提出を求めました。

労働と男女共同参画が関係する法制度の新設や改正
があった際は、随時対応することができるように、
情報収集を行います。今後は、報告結果の有効活用
を検討していきます。

特にありません
業者から提出された申請の回答内容の集計や
分析により、特徴的な取り組みを行っている
事業者があった場合は、周知を行います。

43
男女共同参画推進
状況報告書の受付
及び公表

男女がともに歩むまちづくり基本条例第６条第
３項に基づく、男女共同参画推進状況報告書に
ついては、工事請負などの業者登録時に提出を
求め、その提出状況はホームページ等で公表し
ます。今後は、報告結果の有効活用を検討しま
す。

契約管財課

令和４年度は、業者登録における受付を
行うので、前年度に引き続き、「男女共
同参画推進状況報告書」の提出を求め
る。

適正に行われるよう依頼しました。 特になし。 特にありません

令和５年度は、業者登録における追加受付を
行うので、前年度に引き続き、「男女共同参
画推進状況報告書」の提出を求める。
提出された報告書については、男女共同参画
推進室で活用する。

44
指定管理者への啓
発促進

指定管理者の指定を申請する際に提出する事業
計画において、男女共同参画推進に関する団体
としての理念を明記するよう求めます。また、
指定管理者選定時に、男女共同参画推進の理解
度を審査基準に設けます。

男女共同参画
推進室

該当する入札が行われる際は、担当課に
働きかけを行います。

担当課には適切に行われるように依頼を行いまし
た。

特になし。 特にありません
該当する入札が行われる際は、担当課に働き
かけを行います。

44
指定管理者への啓
発促進

指定管理者の指定を申請する際に提出する事業
計画において、男女共同参画推進に関する団体
としての理念を明記するよう求めます。また、
指定管理者選定時に、男女共同参画推進の理解
度を審査基準に設けます。

契約管財課

審査基準への男女共同参画の視点を反映
させることと、現場での指導・調査は引
き続き目標に掲げる他、「就業・家庭・
市民活動参画を両立させるための環境整
備に努めているか」についての審査基準
を設ける。

指定管理者の審査基準に男女共同参画推進の視点
を設けることにより、申請団体の事業計画にも男
女共同参画の考え方や女性の雇用促進などが期待
されます。

特になし。 特にありません

審査基準への男女共同参画の視点を反映させ
ることと、現場での指導・調査は引き続き目
標に掲げる他、「就業・家庭・市民活動参画
を両立させるための環境整備に努めている
か」についての審査基準を設ける。

45
事業者等の社会貢
献評価制度の調
査・研究

事業者等における育児・介護休業制度の利用が
進むように、男女共同参画の視点からも、事業
者等が社会的責任を果たせるようにする手法や
それを評価・公表する方法について調査・研究
します。

男女共同参画
推進室

事業所における取り組みを進めることを
目的とした評価・公表制度につき、調
査・研究を行います。

指名競争入札参加資格審査申請が行われたので、
申請書類と一緒に男女共同参画推進状況報告書の
提出を求めました。
その報告書から、福岡県「子育て応援宣言」や
「介護応援宣言」をしている事業所を確認するこ
とができました。

小規模事業所、中小事業所の中には育児休業制度の
規定はあっても、該当する従業員がいないなど、制
度の利用ができない事業所もあるように思われま
す。

特にありません
事業所における取り組みを進めることを目的
とした評価・公表制度につき、調査・研究を
行います。

45
事業者等の社会貢
献評価制度の調
査・研究

事業者等における育児・介護休業制度の利用が
進むように、男女共同参画の視点からも、事業
者等が社会的責任を果たせるようにする手法や
それを評価・公表する方法について調査・研究
します。

契約管財課

・総合評価方式による入札時、「子育て
応援宣言」に登録している業者に対して
他自治体より多く加点している。
今後も取り組み状況を考慮した加点を継
続する。
・業者登録の際、「子育て応援宣言」に
登録している業者に対し、総合値を加点
する。（格付を設けている工事が対象）

業者登録の際、子育て応援宣言に登録している業
者に対し、総合値を加点する(格付を設けている工
事が対象)。

ほとんどの入札参加者が登録していたため、登録そ
のものがアドバンテージになることがほとんど無
かった。

特にありません

・総合評価方式による入札時、「子育て応援
宣言」に登録している業者に対して加点して
いる。
今後も取り組み状況を考慮した加点を継続す
る。
・業者登録の際、「子育て応援宣言」に登録
している業者に対し、総合値を加点する。
（格付を設けている工事が対象）
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46
男女の雇用平等に
向けた啓発、情報
の提供

男女雇用機会均等法、労働基準法など法制度の
周知を含めた労働関連情報を市民や市内事業所
に提供し、働きやすい労働環境の整備を促進し
ます。今後は、商工会を通じた出前講座の実施
を検討します。

男女共同参画
推進室

福岡県労働者支援事務所との共同で、
「労働相談会」を実施します。
広報紙やチラシを活用し、必要な情報が
届くように分かりやすい周知を継続して
行います。

広報紙で年４回、県の出張労働相談会の案内を
し、実施しました。働き方、賃金未払いの２件の
相談がありました。電話による労働相談について
は、福岡県労働者支援事務所を紹介しました。関
連情報のチラシについては窓口等に設置しまし
た。

労働問題で悩んでいる方の支援が行き届くよう、県
労働者支援事務所と連携を強化して対応していきま
す。

特にありません

福岡県労働者支援事務所との共同で、「労働
相談会」を実施します。
広報紙やチラシを活用し、必要な情報が届く
ように分かりやすい周知を継続して行いま
す。

46
男女の雇用平等に
向けた啓発、情報
の提供

男女雇用機会均等法、労働基準法など法制度の
周知を含めた労働関連情報を市民や市内事業所
に提供し、働きやすい労働環境の整備を促進し
ます。今後は、商工会を通じた出前講座の実施
を検討します。

地域振興課 関連する情報を商工会を通じて提供し、
法制度等の周知を図ります。

今年度も市内事業者の多くが新型コロナウイルス
感染症の影響で経営に打撃を受け、商工会におい
ても市内事業者に対する個別支援に追われ、推奨
を勧められる状況ではなかった。

新型コロナウイルス感染症の影響を見ながら、新し
い生活様式、働き方とともに事業者の規模に合わせ
た取り組みや関連する最新情報を広報の中で啓発す
ることなどが必要。

商工会としても市内事業への周知を行い、目標達
成に向けて協力致します。

関連する情報を商工会を通じて提供し、法制
度等の周知を図ります。

47
女性労働者の母性
保護・健康管理の
啓発

母子健康管理指導事項連絡カードの普及などを
通じ、母性機能の保護の必要性についての認識
を広く浸透させる啓発を行います。今後は、商
工会を通じ事業者への情報提供を行います。

男女共同参画
推進室

福岡県労働者支援事務所との共同で、
「労働相談会」を実施します。
また、マタニティハラスメント等の問題
を、広報紙や出前講座等で取り上げ、周
知・啓発を図ります。

福岡県労働者支援事務所が主催する出張労働相談
会を実施しました。

労働問題で悩んでいる方の支援が行き届くよう、県
労働者支援事務所と連携を強化して対応していきま
す。

特にありません

福岡県労働者支援事務所との共同で、「労働
相談会」を実施します。
また、マタニティハラスメント等の問題を、
広報紙や出前講座等で取り上げ、周知・啓発
を図ります。

47
女性労働者の母性
保護・健康管理の
啓発

母子健康管理指導事項連絡カードの普及などを
通じ、母性機能の保護の必要性についての認識
を広く浸透させる啓発を行います。今後は、商
工会を通じ事業者への情報提供を行います。

子育て世代包

括支援課

母子手帳交付時に妊娠中の生活や健康管
理について個別指導を行う。また、母子
手帳に掲載されている「母子健康管理指
導事項連絡カード」を紹介し、利用を促
す。併せて必要に応じて妊婦や産婦を対
象に電話相談や家庭訪問等で支援を行
う。

母子手帳交付時、妊娠中の生活や健康管理につい
て個別性に合わせた指導を継続して行った。
母子手帳に掲載されている「母子健康管理指導事
項連絡カード」を紹介し、働く妊婦に負担がかか
らないよう必要時には利用するよう説明した。
また、継続した支援が必要な場合には電話相談や
家庭訪問等で支援を行った。

職場環境により「母子健康管理指導連絡事項カー
ド」を受け付けてもらえない職場もあるのが現状
で、悩みを抱えている妊婦は存在する。その場合
は、労働局を相談窓口として紹介している。

特にありません

母子手帳交付時に妊娠中の生活や健康管理に
ついて個別指導を行う。
働く妊婦に対しては母子手帳に掲載されてい
る「母子健康管理指導事項連絡カード」を紹
介し、必要時医師に相談し利用するよう促
す。
また、母子手帳交付時のみに限らず妊婦電話
相談や家庭訪問等で支援を行う。

48
ハラスメントのな
い職場環境づくり
の啓発

市内企業・事業主に対し、あらゆるハラスメン
トのない職場環境づくりを啓発します。また、
就業者のためには、相談窓口の紹介など情報の
提供を行います。

男女共同参画
推進室

福岡県労働者支援事務所との共同で、
「労働相談会」を実施します。
また、マタニティハラスメント等の問題
を、広報紙や出前講座等で取り上げ、周
知・啓発を図ります。

広報紙で年間４回、県の労働相談会の案内をし、
実施しました。電話による労働相談については、
福岡県労働者支援事務所に繋ぎました。関連情報
のチラシについては窓口等に設置しました。

労働問題で悩んでいる方の支援が行き届くよう、県
労働者支援事務所と連携して対応していきます。

特にありません

福岡県労働者支援事務所との共同で、「労働
相談会」を実施します。
また、窓口相談等で、労働問題に関わる相談
の際は、県労働者支援事務所と連携しながら
対応していきます。

48

ハラスメントのな

い職場環境づくり

の啓発

市内企業・事業主に対し、あらゆるハラスメン

トのない職場環境づくりを啓発します。また、

就業者のためには、相談窓口の紹介など情報の
提供を行います。

地域振興課
商工会を通じて、市内事業所に雇用に関
する情報を発信し、現場の状況を今一度
見直すきっかけとして周知を図ります。

市で経営相談窓口を開設し、経営環境改善のきっ
かけの場を設け、広報やチラシで広く周知した。

ウィズコロナでの新しい生活様式、働き方とともに
事業者における労使関係にも注視し、地域経済の活
性化につながるように啓発を行うなどが必要。

商工会としても市内事業への周知を行い、目標達
成に向けて協力致します。

商工会を通じて、市内事業所に雇用に関する
情報を発信し、現場の状況を今一度見直す
きっかけとして周知を図ります。
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Ⅳ　生涯にわたり男女が健康に暮らせる環境づくり

１ 生涯を通じた健康づくりの推進

（１）心身の健康づくり支援の充実

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

49
生涯を通じた健康
の保持増進対策の
推進

「健康ふくつ21計画」を推進し、市民自らが行
う健康的な食生活習慣の確立や適切な運動習慣
の普及などによる、生涯を通じた健康づくりや
体力づくりを支援します。

いきいき健康課

特定健診(データヘルス計画より目標
46.0%)・各種がん検診等及び特定保健指
導（データヘルス計画より目標72.5%)の
実施。食進会と連携し、健康的な食生活
習慣の確立を支援する。健康ポイント事
業、ふくとぴあ健康増進室利用の推進を
通じた日常的な運動、体力づくりを積極
的に支援する。

※特定健診・保健指導の受診・指導率は
前年度目標値を上回っているが、この指
標の設定を行っているデータヘルス計画
が3年ごとの見直しとなるため、毎年の
確定値を受けての目標値の設定はできな
い状況である。見直し時は確定値を参考
に目標設定していく。

・特定健診受診（見込）者数4,000人
・特定保健指導実施（見込）者数350人
・健康的な食生活習慣確立支援のため、市内
ショッピングセンターに適塩コーナー設置1か所
・健康増進室利用者数23,504人（延べ）

特定健診受診率はデータヘルス計画で目標としてい
る46％には程遠く、受診環境の整備や健診の周知方
法を検討していく必要がある。
食環境の整備においては、市内のスーパーとの連携
を徐々に増やしていく。

成果・評価欄にて、見込み等の数字が挙げられ
ているので、今年度の目標設定を抽象的な表現
にせず、具体的な数値を掲げないと振り返りが
行えないと考えます。
データヘルス計画の設定が３年ごとであれば、
目標達成に必要な年間の実施人数を算出し、見
込値や確定値との比較・評価を行い、次年度の
目標を設定すべきだと思います。

・特定健診受診率の向上
・特定保健指導実施率の維持、向上
・市内店舗等での食環境の整備継続

50
心の健康づくり事
業の充実

心の健康を保つとともに、心の病気への適切な
対応を行うため、臨床心理士等による心の健康
相談を行います。

いきいき健康課

こころの健康相談を毎月(12回/年)開催
し、相談が自ら心身の健康問題を解決で
きるよう支援していく。（令和4年度健
康増進事業実施計画より相談予定者数24
名）月の予約可能数が最大3件のため、
上限を超える場合には翌月の相談日を案
内するか、他関係機関の相談窓口を紹介
する。また、他関係機関を紹介する場合
は、複数個所を紹介するなど、利用者が
相談しやすいように情報提供する。
こころの健康相談の周知は、毎月の広報
掲載について、掲載場所を７月より従来
の掲載箇所に変更予定。（カレンダー裏
から情報広場へ）また、窓口等で案内す
る際にチラシ配布を実施、市HPの該当
ページを改修し、周知方法の見直しを行
う。

開催日程について、毎月の広報誌掲載や健康ガイ
ド、市HP等により周知を行った。相談は5回開催し
（相談者8名）、心身や人間関係のことなど精神保
健福祉士が個々の相談に応じた。
周知方法については、令和4年7月から従来の掲載
場所（カレンダー裏から広報誌内の情報広場コー
ナー）に戻したことにより予約者数が増加した
（令和4年7月までの予約者数0名、7月以降の予約
者数7名）。
また、市HP内の該当ページについてもみやすく改
善を行った。

相談者数は、令和3年度と比較すると増加している
が、それ以前と比較すると少ない。
※R1:13名　R2:12名
R3:4名、R4:8名
単に増加することが成果ではないと考えるが、多く
の市民が「こころの健康相談」の存在を知り、必要
とする人が気軽に活用できるよう継続して周知して
いくことが必要である。

設定する目標を端的に表現することは分かりや
すくてよいのですが、具体性は必要だと思いま
す。あまりに簡素化し過ぎると担当課の評価や
審議会意見が行いにくくなります。

・相談機会の継続的な確保と周知

51
薬物乱用防止に向
けた啓発の推進

薬物や喫煙、飲酒による健康被害への認識につ

いての正しい理解を徹底するための教育や啓発

を関係機関と連携し推進します。

子育て世代包

括支援課

母子手帳発行時に個人指導において喫煙
や飲酒が及ぼす健康被害について説明す
る。また、乳幼児健診では、保健師の個
別相談の際に、喫煙に関するアンケート
項目を確認し、喫煙や受動喫煙の影響に
ついて、説明し、正しい理解を促す。

母子手帳交付時の妊婦アンケートの項目に「飲酒
の有無」「喫煙の有無」があり、飲酒・喫煙が及
ぼす影響や健康被害について説明した。

禁酒・禁煙までできない妊婦、夫やパートナーは一
定数いる。またその他の同居家族の飲酒・喫煙の確
認まではできていない。

飲酒や喫煙が及ぼす健康被害についての説明を
受けた妊婦やパートナーの方々の、その後の体
験談（できれば成功内容の方が望ましいか）を
知ることができれば、今後の個人指導の際に対
象者が取り組んでみる行動に対しての助言が行
いやすいのではと思います。

母子手帳発行時に個人指導において喫煙や飲
酒が及ぼす健康被害について説明する。
また、乳幼児健診では、保健師の個別相談の
際に喫煙に関するアンケート項目を確認し、
喫煙や受動喫煙の影響について説明、正しい
理解を促す。

51
薬物乱用防止に向
けた啓発の推進

薬物や喫煙、飲酒による健康被害への認識につ

いての正しい理解を徹底するための教育や啓発

を関係機関と連携し推進します。

学校教育課

喫煙や飲酒による健康被害への認識や薬
物と健康の関係についての正しい理解を
徹底するための教育や啓発を関係機関と
連携しながら推進します。あわせて、薬
物使用経験者の事例を使って興味本位で
使用することのないよう教育・啓発を行
います。実施後は、アンケート調査を行
い、小中学生の理解度の確認を行いま
す。

小学校においては、保健や道徳の授業において、
命の大切さや健康について学習しています。中学
校においては、保健や道徳の授業内容に加え、薬
物乱用防止学習や性に関する講演会などを実施す
ることで、健康被害についての正しい知識を身に
付けたり、適切な対応について学んだりしていま
す。

特になし。 引き続き対応をお願いします。

喫煙や飲酒による健康被害への認識や薬物と
健康の関係についての正しい理解を徹底する
ための教育や啓発を関係機関と連携しながら
推進します。あわせて、薬物使用経験者の事
例を使って興味本位で使用することのないよ
う教育・啓発を行います。実施後は、アン
ケート調査を行い、小中学生の理解度の確認
を行います。
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（２）配慮を必要とする人への支援の促進

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

52

地域福祉計画・地

域福祉活動計画の

推進

男女共同参画の視点に立ち、地域（市民）、

市、社会福祉協議会、事業所など都市の構成員

と共働により、“みんなが安心して生活できる地

域づくり”の実現に向けた「地域福祉計画・地域

福祉活動計画」を推進します。

福祉課

本計画を推進するためには、行政と社会
福祉協議会の連携・共働を基礎としなが
ら、多様な主体が地域福祉の推進に参画
する体制づくりを進めます。また、行政
においても福祉分野に関わらず様々な担
当部門と連携し、計画を推進していきま
す。計画の進捗管理は、庁内ワーキング
会議で進捗状況を把握し、福祉施策策定
審議会で評価、検証を行い改善に繋げて
いきます。

社会福祉法の改正を踏まえ、令和３年度に第３期
地域福祉計画を策定しました。令和４年度は策定
１年目であり、令和５年２月に庁内関係職員で構
成するワーキング会議を開催し、令和４年度の基
本目標の行政の取り組みについて、進捗状況の報
告を依頼しました。また、同月審議会を開催し、
半数以上の委員が新任だったため、計画の内容に
ついて説明を行いました。

第３期地域福祉計画の中で「共生のまちづくり」に
向けた取り組みとして「相談支援」「参加支援」
「地域づくり」を一体的に実施する包括的な支援体
制の構築を目指していきます。としており、どのよ
うな手法で関係部門、関係機関と連携して支援体制
の構築を目指していくのかが検討課題となっていま
す。

令和５年度目標設定に掲げている内容より、問
題点・課題に記入されている文章の方が、第３
期地域福祉計画の中身が分かりやすいように感
じます。問題点・課題に記入している事を具体
的に評価・検証するようお願いします。

第３期地域福祉計画で掲げている基本目標の
行政の取り組みについて、ワーキング会議で
進捗状況を把握し、審議会で評価・検証を行
うこととしています。

53

介護保険事業計

画・高齢者福祉計

画の推進

男女共同参画の視点に立ち、「介護保険事業計

画・高齢者福祉計画」に基づき、高齢者及び介

護中の家族を対象とした高齢者施策の充実を図

ります。

高齢者サービ

ス課

福津市介護保険運営協議会において、医
療・介護・福祉・生活支援等に関する総
合的な見地から進捗状況の評価・確認を
行います。また、PDCAサイクルを強化
し、高齢者ができる限り住み慣れた地域
で人生の最期まで自分らしい生活をおく
ることができる社会を実現するため、地
域包括ケアシステムの構築を継続しま
す。

介護保険運営協議会において、事業計画の進捗状
況の評価・確認を行い、委員による助言や新たな
る課題の提言を受けることができました。さらな
る地域包括ケアシステムの構築実現に向け、事業
計画を推進していきます。

地域包括ケアシステムの構築は高齢者サービス課だ
けの問題ではなく。他部署にも跨る問題であるため
部署を超えた連携が必要である。

関係各部署との連携を引き続き重視し、対応を
お願いします。共同参画の視点から住み慣れた
地域で人生の最期をその人らしく迎えるための
具体的な取り組みの策定・実行を期待します。

福津市介護保険運営協議会において、医療・
介護・福祉・生活支援等に関する総合的な見
地から進捗状況の評価・確認を行います。ま
た、PDCAサイクルを強化し、男女ともに高齢
者ができる限り住み慣れた地域で人生の最期
まで自分らしい生活をおくることができる社
会を実現するため、関係各部署、特に地域包
括支援センターと連携し、地域包括ケアシス
テムの構築を継続します。

54
高齢者介護に関す

る相談窓口の充実

介護を行う家族等のさまざまな負担を軽減する

ため、高齢者介護に関する相談窓口を充実しま

す。

高齢者サービ

ス課

団塊の世代の全員が75歳に到達する2025
年が目前に迫る中、高齢者が住み慣れた
地域でいつまでも自分らしく生活を送る
ことを可能とするため、適切な手続きや
サービスに結び付けることができるよ
う、職員のスキルの向上を図ります。ま
た、地域包括支援センター等の関係機関
との連携を強化し、相談窓口の充実を図
ります。

前年同様の内容で異動職員に対する個別勉強会を
実施しました。また、係を超えた連携強化のため
の、介護保険制度勉強会を行い、関係するすべて
の係員が意欲的に参加するなどし、職員のスキル
向上を図りました。

介護保険サービスは医療保険と同様に、保険制度で
あるため、希望すれば必ずしもサービスを利用でき
るものではなく、日常生活の中でできなくなった部
分を、元のように自分でできるように、一定期間の
中で目標とする生活を目指し、計画を立てて利用す
るものであることの啓発を継続する。

繰り返し来庁し、長時間にわたる対応が必要になる
市民への対応方法が課題と考える。

介護保険制度が発足して20年以上が経過してい
ますが、細かい決定事項などを理解してもらう
事が難しいのが現状だと思います。対応マニュ
アルの充実も必要ですし、説明スキルの向上や
説明手段の工夫（文章ではなくフローチャート
様式にする）なども必要だと思います。

団塊の世代の全員が75歳に到達する2025年が
目前に迫る中、男女ともに高齢者が住み慣れ
た地域でいつまでも自分らしく生活を送るこ
とを可能とするため、適切な手続きやサービ
スに結び付けることができるよう、職員のス
キルの向上や窓口での対応マニュアル資料の
充実を図ります。また、地域包括支援セン
ター等の関係機関との連携を強化し、相談窓
口の充実を図ります。
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（３）リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康／権利）の理解促進

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

55
妊娠・出産期にお
ける女性の健康支
援

健全な母性を育成するための支援を行うととも
に、安全で安心した出産を迎えられるよう男女
共同参画の視点に立った相談指導体制の充実を
図ります。

子育て世代包
括支援課

母子手帳交付時に妊娠中の生活や健康管
理について個別指導を行う。併せて必要
に応じて妊婦や産婦を対象に電話相談や
家庭訪問等で支援を行う。
妊婦健診の結果で高血圧、尿糖、尿蛋白
がみられる妊婦に対してはリーフレット
を送付し、生活の中で気をつける点な
ど、必要な情報を提供する。また、妊娠
期間中の継続した支援が必要な妊婦に対
しては、地区担当保健師や栄養士へつな
ぎ、ハイリスクアプローチを充実させ
る。
さらに、今年度より妊婦対象の講座とし
てハッピークッキング講座を開催し、妊
産婦の望ましい食生活の実現や低体重児
出生リスクの低減に働きかける。

母子手帳交付時に妊娠中の生活や健康管理につい
て個別性に合わせた指導を行うとともに、必要に
応じて妊産婦に対して電話相談や家庭訪問等で支
援を行った。
また、妊娠期間中の継続した支援が必要な妊婦に
対しては地区担当保健師や栄養士へつなぎ、ハイ
リスクプローチを継続した。
妊婦対象の講座として「ハッピークッキング講
座」を年5回開催し、妊産婦の望ましい食生活の実
現や低体重児出生リスクの低減に働きかけを行っ
た。

今年度の他の講座のアンケートから「夫婦で参加で
きる講座が希望」との声があがっていたためハッ
ピークッキング講座は夫婦で参加できるようにし、
また初産婦に限らず経産婦にも必要な健康支援の場
となるため、対象を全妊婦とその夫・パートナーと
改善して来年度は実施する予定である。

妊婦のための夫婦参加型講座が周知され実施さ
れれば健康支援に役立ち、健康な母子育成を目
指して続けていただきたいと思います。

母子手帳交付時に妊娠中の生活や健康管理に
ついて個別指導を行う。支援が必要な妊婦や
産婦については電話相談や家庭訪問等で支援
を行う。
妊婦健診の結果で高血圧、尿糖、尿蛋白がみ
られる妊婦に対してはリーフレットを送付
し、生活の中で気をつける点など、必要な情
報を提供する。また、妊娠期間中の継続した
支援が必要な妊婦に対しては、地区担当保健
師や栄養士へつなぎ、ハイリスクアプローチ
を充実させる。
さらに、妊婦やそのパートナーを対象とした
講座としてハッピークッキング講座を開催し
妊産婦の望ましい食生活の実現や低体重児出
生リスクの低減に働きかける。

56
「性と生」に関す
る教育の充実

性に関する正しい知識や命の大切さを伝えるた
めの教育の充実を図ります。また、児童・生徒
が発達段階に応じて適切な行動が取れるよう
に、教育プログラムや教材の研究を進めます。

こども課

（大和）
様々な交流事業や取り組みの中で性別・
世代の関係なく、ひとりの人間として受
け入れる機会を設けます。

コロナの状況を見て施設訪問等の交流を
実施します。保育実習生・看護実習生と
の交流を実施します。年長児の就学前を
対象に保育所看護師による「性と生、
命」の話を絵本を使ってお知らせしま
す。

(大和）
今年度は、コロナ禍で地域との触れ合いはできな
かったので、次年度におさまったら計画したい。
新たな取り組みとして、毎年、小学校入学前の時
期に看護師による「性と生の話」を行ったが、命
の大切さ、自分の大切さを知る機会となってよ
かった。

（大和）
文科省・内閣府で作成した「生命（いのち）の安全
教育について」幼児向け教材の活用も含めて取り組
んでいただきたいです。

園児から小中学校までの性教育に縦のつながり
が密に連携されるように希望します。

（大和）
様々な交流事業や取り組みの中で性別・世代
の関係なく、ひとりの人間として受け入れる
機会を設けます。

保育実習生・看護実習生等様々な交流を実施
します。年長児の就学前を対象に保育所看護
師による「性と生、命」の話を絵本を使って
お知らせします。

56
「性と生」に関す
る教育の充実

性に関する正しい知識や命の大切さを伝えるた
めの教育の充実を図ります。また、児童・生徒
が発達段階に応じて適切な行動が取れるよう
に、教育プログラムや教材の研究を進めます。

学校教育課

保健体育や道徳の授業の中で、発達段階
に応じて性の違い、体のしくみ、病気、
避妊等の性に関する正しい知識や命の大
切さを伝えるための教育を行っていきま
す。あわせて児童・生徒が発達段階に応
じて適切な行動がとれるように教育プロ
グラムや教材の研究を進め、評価・改善
を行います。

授業づくり等で養護教諭とともに，発達段階に応
じた内容で，保健体育科や道徳の時間等で授業を
行った。内容は，性の違い、体のしくみ、病気、
避妊等の性に関する正しい知識や命の大切さを伝
えるための教育を行った。

特になし。
授業を通して同世代でも成長に差があり個別に
対する教育プログラムも研究されすすめて欲し
いとの現場の声が聞かれた。

保健体育や道徳の授業の中で、発達段階に応
じて性の違い、体のしくみ、病気、避妊等の
性に関する正しい知識や命の大切さを伝える
ための教育を行っていきます。あわせて児
童・生徒が発達段階に応じて適切な行動がと
れるように教育プログラムや教材の研究を進
め、授業の振り返り（感想）などを通して、
評価・改善を行います。

57

リプロダクティ
ブ・ヘルス／ライ
ツに関する理解促
進

男女がともに性と生殖に関する健康と権利に関
心を持ち、正しい知識と情報を得られるよう、
生涯を通じた女性の健康を支援する取り組みを
推進します。

子育て世代包
括支援課

母子手帳交付時に産後の性生活に関する
資料を全妊婦に配布する。4か月児健診
時に、月経の開始など生殖に関する情報
を伝え、今後の家族計画についてきちん
と考えるきっかけとする。

産後の性生活に関する情報提供について資料の配
布は行っていないが、多産や経済的困難を感じて
いる人は存在し、母の思いや家族計画について考
えを傾聴した。
出産後の赤ちゃん訪問において、次の妊娠や避妊
についての指導をした。

DV該当者となっていなくても悩みを抱えている女性
はいる。伴走型相談支援事業も始まり妊婦や産婦と
面談することが増えるため、安全が確保されている
中で本音を相談できる関係を築いていく必要があ
る。

産後の病気（うつ、婦人科病気など）で苦しん
でいる女性が多く産後の段階に対応した健康支
援もあれば相談しやすいのではないかと思いま
す。

母子手帳交付時に産後の性生活に関する資料
を全妊婦に配布する。
出産後の月経再開や骨粗鬆症、更年期、閉
経、ライフステージの変化等、生殖にとどま
らず今後の家族計画や女性特有の健康課題に
ついて情報提供し、成人健診の案内を行う。
また、育休制度、生理休暇等の権利を持って
おり、周囲に伝えてよいこと、一人で抱え込
まないようにすることを伝える。さらに、心
理的DV等心の問題を抱えているケースにはこ
ころの相談等相談窓口を紹介する。
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２ あらゆる暴力の根絶に向けた環境づくりの推進

（１）暴力防止に向けた啓発の促進

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

58
ＤＶ防止に向けた
啓発促進

ＤＶ防止啓発冊子の活用や広報・ホームページ
を通じた意識啓発の充実を図ります。また、若
い世代の男女に対し、将来にわたりＤＶの加害
者にも被害者にもさせないために、中学校、高
校におけるデートＤＶに関する出前講座の実施
などあらゆる機会を通じた啓発運動を推進しま
す。

男女共同参画
推進室

デートＤＶを未然に防ぐことを目的に、
市内の高校を対象に、デートＤＶ防止講
座を行います。

市内の２つの高校に事業実施の依頼を行った結
果、１校で９月に講座を実施しました。講義と
ロールプレイングを行いましたが、受講後のアン
ケートでは、「デートＤＶは意外と身近にあるん
だなと思いました。そして講習で習ったことを生
かしていきたいと思います。」や、「付き合って
いる人の束縛などもデートＤＶに入ることが驚き
でした。」といった感想があり、デートＤＶにつ
いて「ある程度理解できた」や「理解できた」と
いう割合は、96％でした。

市内２校のうち１校は実施できませんでした。学校
側には事業の趣旨は理解いただいており、来年度は
是非実施したいということでした。引き続き、若年
層へのＤＶ防止への啓発に有効な機会であると考
え、学校側と連携しながら、事業実施を継続してい
きます。

事業56にも関連しますが、デートDVの防止に関
する意識啓発の前に、友情・愛情・恋愛関係に
ついて考える機会を持てるようにすることが大
切と思います。親密関係が恋愛関係に発展し、
デートという１対１のコミュニケーション空間
を作り出す。そこで相手への尊重がかけると力
の不平等や差異の影響を受け、いびつな関係性
を作りだす可能性があることなど。国際セク
シュアリティ教育ガイダンスなどをもとに、DV
手前の段階からの取り組みを望みます。

デートＤＶを未然に防ぐことを目的に、市内
の高校を対象に、デートＤＶ防止講座を行い
ます。

58
ＤＶ防止に向けた
啓発促進

ＤＶ防止啓発冊子の活用や広報・ホームページ

を通じた意識啓発の充実を図ります。また、若

い世代の男女に対し、将来にわたりＤＶの加害

者にも被害者にもさせないために、中学校、高

校におけるデートＤＶに関する出前講座の実施

などあらゆる機会を通じた啓発運動を推進しま

す。

人権政策課

人権擁護委員会と連携し、デートDV人権
教室の活用について、引き続き市内中学
校の校長への働きかけを行います。ま
た、広く性犯罪・性暴力に対する啓発や
情報の提供を行っていきます。

文科省通知を踏まえ、デートDV教室に限らず、
「性犯罪・性暴力対策」について広く啓発・周知
を図るために、市ホームページにおける掲載を
行った。
（内閣府担当者から、積極的な啓発の取り組みに
感謝するとの回答があった）

文科省通知に市町村の明確な役割が掲載されていな
かったため、内容理解に時間がかかった。
ホームページ掲載内容について、内閣府・警察庁・
福岡県警・福岡県へ確認を行ったが、著作権等の課
題もあった。

大学生へのアンケートをみると、男女が恋愛す
る、将来結婚するということを当然のように考
えている人は減っていて、25％は結婚しないと
いう考え方になっている。パートナー間のDVや
デートDVというスタート地点からの話は4分の1
には他人事に聞こえる可能性がある。「成果・
指標」にあるように、今日的「性犯罪・性暴
力」とは何か、という点から始め、法律改正や
社会の動きなどより具体的に伝えていくべき時
期ではないか。

大学を含む学校関係には別途に啓発がなされ
ているが、事業所や地域住民への啓発が十分
でないため、広報紙等による啓発を行ってい
く。

58
ＤＶ防止に向けた
啓発促進

ＤＶ防止啓発冊子の活用や広報・ホームページ

を通じた意識啓発の充実を図ります。また、若

い世代の男女に対し、将来にわたりＤＶの加害

者にも被害者にもさせないために、中学校、高

校におけるデートＤＶに関する出前講座の実施

などあらゆる機会を通じた啓発運動を推進しま

す。

学校教育課

他の担当課と連携し、若い世代の男女に
対し、将来にわたりＤＶの加害者にも被
害者にもさせないために、中学校、高校
におけるデートＤＶに関する出前講座等
を実施し啓発活動を行います。

若い世代の男女に対し、将来にわたりＤＶの加害
者にも被害者にもさせないために、デートＤＶに
関する授業を実施し，啓発活動を行った。

特になし。

出前講座の内容には、もしDVのような状況に
あったら、どうしたらよいかという内容も含め
てほしい。予防も大切ですが、解決策（電話番
号、施設）の存在を知っておくことが大切と思
います。

他の担当課と連携し、若い世代の男女に対
し、将来にわたりＤＶの加害者にも被害者に
もさせないために、中学校におけるデートＤ
Ｖに関する出前講座や教材などを周知し、積
極的に活用するよう校長会等で呼びかけま
す。

59
被害者の保護・自
立支援制度の周知
と情報提供

ＤＶや児童虐待、高齢者虐待等の被害者に対
し、その状況に応じて迅速な対応ができるよう
に関係機関と連携を図りながら、被害者の保護
と自立のための情報提供を行います。

男女共同参画
推進室

被害者の保護と自立のため、庁内の他の
部署や外部の機関と連携しながら、支援
を行います。また、専門の相談員を配置
した相談窓口が設置できるように取り組
みます。

今年度は男女共同参画推進室への相談が２６件、
うちＤＶ被害は１７件でした。被害者の保護と自
立のために、庁内の他部署や外部機関と連携して
支援を行うことができました。また、令和５年度
は週１回、午後から専門の相談員による面談相談
（ふくつこころと生き方の相談）が実施できるよ
うになりました。

相談内容が複雑・困難なものも増加しており、職員
の相談対応へのスキルアップが課題です。令和５年
度からは専門の相談員による面談相談を実施します
のでで、面談相談を活用して職員のスキルアップを
図ります。また、面談相談（ふくつこころと生き方
の相談）の周知を積極的に行います。

審議会でも出ましたが、男性が相談できる窓口
の設置が必要だと思います。また同性間の加害
被害も増えていると思います。Jの問題もあ
り、これまで表に出てこなかった被害男子の声
も表に出てくる可能性もあります。狭い地域社
会では言い出しにくいと思いますので、広域対
応などで検討していただきたいです。

被害者の保護と自立のため、庁内の他の部署
や外部の機関と連携しながら、支援を行いま
す。また、専門の相談員を配置した相談窓口
が設置できるように取り組みます。

59
被害者の保護・自
立支援制度の周知
と情報提供

ＤＶや児童虐待、高齢者虐待等の被害者に対

し、その状況に応じて迅速な対応ができるよう

に関係機関と連携を図りながら、被害者の保護

と自立のための情報提供を行います。

市民課

DV等の相談を受けた際には、男女共同参
画推進室を中心として連携し、対象者に
「ふくつ女性ホットライン」や福岡県等
の相談窓口案内資料を配布する。また、
市民課で行う支援措置については、該当
者の生活の安全を確保するために、適切
な支援措置を行う。

支援措置の手続きを行う際に、対象者全員に「ふ
くつ女性ホットライン」や福岡県等の相談窓口案
内資料を配布した（配布率１００％）。

特になし 男の窓口PRと独自設置の検討も必要です。
支援措置の手続きを行う際に、対象者に「ふ
くつ女性ホットライン」や福岡県等の相談窓
口案内資料を配布する。
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59
被害者の保護・自
立支援制度の周知
と情報提供

ＤＶや児童虐待、高齢者虐待等の被害者に対

し、その状況に応じて迅速な対応ができるよう

に関係機関と連携を図りながら、被害者の保護

と自立のための情報提供を行います。

福祉課

障がい者虐待防止センターを設置してお
り、障がい者虐待の予防及び早期発見、
虐待を受けた障がい者の保護等に対する
支援を行うため、関係機関との連携を行
います。虐待防止研修未受講事業所への
指導を徹底し、市内事業所全体の虐待防
止のスキルアップを行います。

福津市障がい者虐待防止センター主導で障がい福
祉サービス事業所を対象に虐待防止に関する研修
を年２回開催し、多くの事業所に参加をしてもら
い市内事業所のスキルアップを行うことが出来
た。

福岡県の実地指導の内容から、市内事業所の身体拘
束に関しての認識誤り及び知識不足を感じる。

障害者関連施設における職員による虐待の
ニュースなどを耳にするたびに、職員さんたち
の過酷な労働の様子が伝わってきます。虐待の
知識の取得はもちろんですが、職員さんたちの
精神衛生が整うような職場環境や十分な収入の
確保なども同じに議論していくべきではないか
と考えます。

障がい者虐待防止センターを設置しており、
障がい者虐待の予防及び早期発見、虐待を受
けた障がい者の保護等に対する支援を行うた
め、関係機関との連携を行います。来年度は
身体拘束に関する研修を行い、正しい知識の
習得の指導を行う。
事業所職員を介して当事者若しくはその家族
に対し虐待に対する正しい認識が伝わるよ
う、実務にあたる事業所職員に対し、障がい
児者虐待に関する研修を複数回行う。

59
被害者の保護・自
立支援制度の周知
と情報提供

ＤＶや児童虐待、高齢者虐待等の被害者に対

し、その状況に応じて迅速な対応ができるよう

に関係機関と連携を図りながら、被害者の保護

と自立のための情報提供を行います。

高齢者サービ

ス課

地域包括支援センターや関係機関と連携
しながら、高齢者虐待等の被害者に対
し、その状況に応じて迅速に対応しま
す。複合問題や世代間問題などについて
も、庁内連携を深め、関係機関との支援
ネットワークの早期構築を図ります。ま
た、啓発研修について、対象の拡大等を
検討し、より多くの人への周知を図りま
す。

地域包括支援センター及び関係機関と連携し、そ
の状況に合わせて被虐待者・養護者それぞれへの
支援を行いました。
他課・事業所との連携が必要なケースにおいて
は、随時ケース会議を行い、早期解決に向けて課
題の把握・支援方針を決定しました。

介護支援専門員、居宅介護支援事業所職員、地域
医療連携室の職員を対象とした虐待対応研修を実
施し、39名の参加がありました。事例をもとにグ
ループワークを行い、虐待の気づき、相談・通報
までの流れの確認を行いました。

養護者による高齢者虐待として通報を受ける件数が
増加しています。コロナ禍において、被虐待者と養
護者が一緒に過ごす時間が増えたことや、社会的な
交流が減ったことでストレスや介護疲れが要因と見
られるもの、養護者の介護・病識に対する理解不足
が要因と見られるものが多く、深刻なケースに発展
する前に介入できるよう、高齢者と関わることの多
い介護支援専門員や事業所職員、民生委員に対して
虐待の気づきのサイン・通報や相談の必要性を伝え
ていく必要があると考えます。

老老介護やヤングけケアラーの問題は深刻化す
る一方だと思います。本問題はジェンダーに起
因する面が大きく意識変革が必要のため介護に
関する知識だけは解決しにくいと考えられま
す。現状の問題解決はもちろんですが、将来を
見越した、介護場面でのジェンダー問題に関す
る啓発を進めていくべきと考えます。

地域包括支援センターや関係機関と連携しな
がら、高齢者虐待等の被害者に対し、その状
況に応じて迅速に対応します。複合問題や世
代間問題などについても、庁内連携を深め、
関係機関との支援ネットワークの早期構築を
図ります。また、今年度実施を予定している
啓発研修について、対象の拡大等を検討し、
より多くの人への周知を図ります。

59
被害者の保護・自
立支援制度の周知
と情報提供

ＤＶや児童虐待、高齢者虐待等の被害者に対

し、その状況に応じて迅速な対応ができるよう

に関係機関と連携を図りながら、被害者の保護

と自立のための情報提供を行います。

こども課

（家児相）
各関係機関と連携を図り、被害者の保護
と自立のための情報提供等の支援を行い
ます。また、子育て世代包括支援セン
ターと定期的に情報共有し、乳幼児健診
未受診者対応などの確認を行います。

(家児相）
要対協管理の下、関係機関と連携し、被害者の保
護と自立支援を継続的に行いました。7月と11月に
要対協の実務者向け研修を実施し連携やや虐待対
応について理解を深めました。子育て世代包括支
援センターと月2回の会議で定期的に情報共有し、
虐待の発生予防・早期発見・発生後にすみやかに
適切な対応ができるよう努めました。

（家児相）
ポスター掲示やチラシ配布などで周知を図りました
が、今後も継続し、周知先の拡大も考えていきたい
と考えています。

情報共有や連携が本当に大切だと思います。引
き続きよろしくお願いします。

（家児相）
各関係機関と連携を図り、被害者の保護と自
立のための情報提供等の支援を行います。ま
た、子育て世代包括支援センターと定期的に
情報共有し、乳幼児健診未受診者対応などの
確認を行います。
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（２）暴力防止に向けた支援体制の充実

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

60
被害者の保護・自
立支援に向けた体
制の充実

関係課で構成する「ＤＶ等支援措置関係課長連
絡会議」を設置し、定期的な情報交換、住民基
本台帳の支援措置等を定めた対応マニュアルの
作成を行います。

男女共同参画
推進室

定期的にＤＶ等支援措置関係課長連絡会
議を開催し、事務手続きの確認を含めて
情報共有を図ります。
また、制度等に変更等があった際は、随
時対応します。

ＤV等支援措置関係課長連絡会議を開催し、支援措
置制度の確認や、窓口での対応案件、支援措置名
簿の取扱いについて共有化しました。また、個別
案件に対して、関係課長や部長を集めての対応会
議を行い、内閣府の対応マニュアルを参考に、組
織的に一致した対応をとるようにしました。

関係法制度の変更などを始めとして随時情報を集め
つつ、対応できるよう取り組んでいきます。担当課
長会議での共有化したり、検討したりする事項が増
えているので、文書化して積み重ねていくことが必
要です。

どういう状態で共有されているのかわかりませ
んが、個人情報で取り扱いが厳しいと思います
が、DX化されるべき事業と思いました。

定期的にＤＶ等支援措置関係課長連絡会議を
開催し、事務手続きの確認を含めて情報共有
を図ります。
また、制度等に変更等があった際は、随時対
応します。

61

児童虐待防止に向

けた取り組みの推

進

児童虐待の早期発見、虐待防止に向けた啓発活

動に取り組むとともに、配偶者等からの暴力と

児童虐待が関連していることを念頭におき、関

係機関との連携を進めます。

こども課

（大和）
宗像児童相談所、宗像遠賀保健福祉環境
事務所、宗像警察署、市役所関係各課、
保育所、幼稚園、小・中学校、主任児童
委員と連絡を密に取り、虐待の防止、早
期発見に取り組みます。

（家児相）
宗像児童相談所、宗像遠賀保健福祉環境
事務所、宗像警察署、関係各課、保育
所、幼稚園、小・中学校、主任児童委員
と連絡を密にとり、虐待の防止、早期発
見に取り組みます。要保護児童等に関す
る情報共有システムを整備し、円滑な情
報連携方法について検討します。

(大和)
児童虐待の疑いがあるケースに関しては、速やかに調
査を行い、関係機関と連携をとった。保護者の支援も
同時に行い支援を行った。

（家児相）
11月の児童虐待防止推進月間に、主任児童員、福津
市・宗像市・宗像警察署・児童相談所と連携してJR福
間駅・東福間駅で啓発活動（チラシ配布）を行いまし
た。また、保・幼・小・中・高・放課後デイ等に対し
密に連携を取り、虐待の予防や早期発見・対応に取り
組んだほか、地域や家庭からの相談に対応、家庭訪問
を実施し、虐待防止に取り組みました。要保護児童等
に関する情報共有システムを整備しました。

（大和）
今後も迅速で丁寧な対応を心掛けていく。

（家児相）
要保護児童等に関する情報共有システムについて
は、個人情報の管理等を鑑みながら、国の指針に
沿って活用していきたいと考えています。

困難な事業と思います。昨今の痛ましい事件を
みると、緊密な連絡と現地調査が大切なのだと
実感します。引き続きよろしくお願いいたしま
す。

（保育所）
宗像児童相談所、宗像遠賀保健福祉環境事務
所、宗像警察署、市役所関係各課、保育所、
幼稚園、小・中学校、主任児童委員と連絡を
密に取り、虐待の防止、早期発見に取り組み
ます。

（家児相）
宗像児童相談所、宗像遠賀保健福祉環境事務
所、宗像警察署、関係各課、保育所、幼稚
園、小・中学校、主任児童委員と連絡を密に
とり、虐待の防止、早期発見に取り組みま
す。要保護児童等に関する情報共有システム
を整備し、円滑な情報連携方法について検討
します。

61

児童虐待防止に向

けた取り組みの推

進

児童虐待の早期発見、虐待防止に向けた啓発活

動に取り組むとともに、配偶者等からの暴力と

児童虐待が関連していることを念頭におき、関

係機関との連携を進めます。

子育て世代包

括支援課

特定妊婦、児の安否確認がとれないケー
スや養育環境が心配なケースについて
は、こども課の家庭児童相談員や保育
園・幼稚園、児童相談所等の関係機関と
連携を図る。また、必要時には定期的に
ケース会議を行い、各課との情報共有・
役割分担の明確化を行い、事案ごとに
チームを組織し、支援計画に沿って行動
する。

特定妊婦については地区保健師を中心に、こども
課との定期的な会議で情報共有を行い今後の見通
しについて支援計画を検討、必要時に支援計画を
再立案し支援を実施した。こども包括会議や要保
護児童対策協議会にて定期的に情報共有を行い、
各関係機関の共通認識を高めた。

引き続きこども課の家庭児童相談員や保育園・幼稚
園、児童相談所、のびのびや医療機関等の関係機関
と連携を図り、各ケースに応じたきめ細やかな対応
を行っていく。さらに社会資源の活用の拡大を図っ
て行く。

知的障害やグレーゾーンの方による出産後遺棄
が度々ニュースになっています。公共や商業施
設などのトイレ個室などを使った、わかりやす
い情報提供（電話や施設）などを行うことを検
討するほか、やはり、小中学時代からのリプロ
ダクティブヘルス/セクシュアリティ教育・学
習の一環として、性交・妊娠・出産の意味や責
任について、何度もわかりやすく、すべての男
女に伝えていくことが大切だと考えています。

特定妊婦、児の安否確認がとれないケースや
養育環境が心配なケースについては、こども
課の家庭児童相談員や保育園・幼稚園、児童
相談所等の関係機関と連携を図る。
また定期的にケース会議を行い、各課との情
報共有・役割分担の明確化を行い、事案ごと
にチームを組織し支援計画に沿って行動す
る。
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61

児童虐待防止に向

けた取り組みの推

進

児童虐待の早期発見、虐待防止に向けた啓発活

動に取り組むとともに、配偶者等からの暴力と

児童虐待が関連していることを念頭におき、関

係機関との連携を進めます。

学校教育課

①学校との連絡体制の整備②児童相談
所・家庭児童相談所との緊密な連携③ｽ
ｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ・ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ・指導主事に
よる相談体制の構築④個別のケース会議
による対応の協議を徹底し、児童虐待の
早期発見、児童虐待防止に向けた啓発活
動に取り組みます。

①小中学校で開催している月1回定例のサポート会
議へ担当指導主事が参加し、適宜情報共有したり
指導係ミーティングでの情報共有を図ったりして
いる。
②各校での虐待等の疑義が生じた場合、その情報
を確実に家児相及び児童相談所へ確実につなげて
いる。
③スクールカウンセラーの相談件数は2,238件で
あった。相談の内訳は不登校609件、友人関係394
件、心身の健康366件、家庭環境302件、虐待は19
件であった。
スクールソーシャルワーカーは3人体制になり、全
対応件数はＲ3年度の85件から200件とな
った。対応件数の内訳は、不登校関係66件、家庭
環境31件、虐待30件となっている。
④非常勤指導3人による個別会議への参加は61回で
あたが、家庭環境や保護者対応がほとんどであ
り、虐待関係そのものは1件であった。

虐待対応が厚労省（2017）新しい社会的養育ビジョ
ンにより、基本的に在宅や地域での社会的養育の支
援の方針が出された。それにともない、宗像児童相
談所から福津市家庭児童相談室の虐待対応の役割が
増え、学校での虐待対応での相談や通告に混乱が生
じている。

要保護児童、要支援児童の掘り起こしを学校と連携
して要保護・要支援児童発見チェックシート等の作
成に向けてこども課,福祉課との緊密な連携を図っ
ていく必要がある。

園・学校での虐待の危機感の醸成や初歩的な対応の
在り方について家児相や児相による各学校での研修
が急務である。

学校教諭の職務がますます増してきているよう
に感じます。現在の支援体制を、少し大きな、
広域的なところから見直して、縦割りではない
形で対応できる方法がないのか考えてみるの良
いのではないかと、素人ながら思いました。
（ずっと似たような内容が事業として挙がって
きているので）

①学校との連絡体制の整備②児童相談所・家
庭児童相談所との緊密な連携③ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰ
ｶｰ・ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ・指導主事による相談体制の
構築④個別のケース会議による対応の協議を
徹底し、児童虐待の早期発見、児童虐待防止
に向けた啓発活動に取り組みます。

（３）相談体制の充実

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

62
庁内相談体制の充
実

庁内各相談窓口が連携して問題解決の促進を図
ることができるよう、「相談窓口担当者会議」
を定期的に開催し、情報交換を図るとともに、
誰もが安心して相談できる体制を整備します。

男女共同参画
推進室

ＤＶ等支援措置関係課長連絡会議と連動
する形で、ＤＶ等相談窓口担当者会議を
実施し、制度等の情報や窓口対応で気を
付けておくべきこと、個別案件でどのよ
うな対応をとったかなどの共有化を行い
ます。他部署の窓口担当者と情報を共有
しながら、相談体制を整備します。

ＤＶ等相談窓口担当者会議を開催し、制度の説
明、事務の取り扱い等の確認と注意喚起を行いま
した。相談案件については、他部署と連携を図り
ながら、相談者への対応を行いました。庁外の施
設との連携が必要な事案もありましたが、適切に
対応をとることができました。

県等が主催する研修会等に参加してスキルアップを
図り、相談体制が充実するように取り組んでいきま
す。

充実やスキルアップの中身が見えない。スキル
を細分化し、個々のスキルに関してどのような
方法で向上させていくのかを記述し、それを評
価したほうが良いと思います。抽象的に書かれ
ているが、ここは具体的なことがかけるし、可
視化して評価すべき事業ではないでしょうか。

ＤＶ等支援措置関係課長連絡会議と連動する
形で、ＤＶ等相談窓口担当者会議を実施し、
制度等の情報や窓口対応で気を付けておくべ
きこと、個別案件でどのような対応をとった
かなどの共有化を行います。他部署の窓口担
当者と情報を共有しながら、相談体制を整備
します。

63
女性のための法律
相談の実施

女性の人権に関する問題解決のために、女性の
弁護士による女性に限定した法律相談を実施し
ます。

男女共同参画
推進室

市内在住の女性を対象にした無料法律相
談を年間４回（５月・８月・１１月・２
月）実施します。

年間４回実施し、相談件数は１６件と毎回定員
いっぱいとなりまいした。相談内容は16件中、離
婚12件、雇用問題が1件、その他が3件でした。。

法的問題でお困りの方が相談できる機会ですので、
広報等で広く周知を図ります。
問題解決のための助けとなっており、引き続き実施
していきます。

男性対象の人権に関する法律相談も実施すべき
と思います。

市内在住の女性を対象にした無料法律相談を
年間４回（５月・８月・１１月・２月）実施
します。

64
ふくつ女性ホット
ラインの活用

相談窓口の機能強化と相談者のニーズに応じた
適切な情報提供を行うために、専門の相談員に
よる電話相談を行います。

男女共同参画
推進室

ＮＰＯ法人福岡ジェンダー研究所に委託
して、ホットラインを設置します。
広報紙やチラシ等での周知のほか、校長
会など様々な場で周知します。また、庁
舎内においても、男女共同参画推進員会
議やＤＶ等支援措置関係課長連絡会議、
ＤＶ等支援措置窓口担当者会議等でホッ
トラインの活用について周知していきま
す。

　令和４年４月１日～令和５年３月３１日の期間
中に実施。３月末の延べ相談件数は４９６件（全
て電話相談）。うちＤＶに関することは１８件。
相談内容で一番多いのは「夫婦関係」で１２７
件、次に「生き方」で１２４件。昨年度は延べ件
数３５６件、ＤＶが１１件、「夫婦関係」は８２
件、「生き方」は７０件でした。継続頻回の相談
者が複数いるので、共同設置する自治体の中でも
相談件数が多くなっています。
　ＤＶ、夫婦・家族の問題、虐待、セクシャル・
ハラスメント、健康問題など相談内容は多岐に
渡っており、女性からの悩み事の相談窓口として
機能しています。

男性やＬＧＢＴの方の相談窓口、ホットラインなど
の設置については、県が設置しているので、そちら
を紹介していきます。
県や国の相談窓口の設置状況に、引き続き注視し
て、対応できるように取り組んでいきます。
今後は「ふくつこころと生き方の相談」も実施しな
がら、どういった相談体制がよいのか検討していき
ます。

男性に対する窓口の案内をどのようにしていく
かが課題だと思います。男性がどこに電話した
らよいのか、公共や商業施設のトイレ個室など
を使った情報提供などが求められるでしょう。
本事業は委託事業であるので、何らかの形での
事業評価が必要となるかもしれません。単なる
相談件数ではなく、相談者のフォーローアップ
による問題解決の件数把握など手法を含めて検
討してみてはどうでしょうか。

ＮＰＯ法人福岡ジェンダー研究所に委託し
て、ホットラインを設置します。
広報紙やチラシ等での周知のほか、校長会な
ど様々な場で周知します。また、庁舎内にお
いても、男女共同参画推進員会議やＤＶ等支
援措置関係課長連絡会議、ＤＶ等支援措置窓
口担当者会議等でホットラインの活用につい
て周知していきます。
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Ⅴ　あらゆる場面で男女がともに参画できる環境づくり

１ 政策・方針決定の場での男女共同参画の推進

（１）審議会等への女性参画の促進

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

65
審議会・委員会等
への女性の積極的
登用

女性の登用が進んでいない一部の審議会等につ
いては、担当課から事情を聞きながら、少しず
つ改善が図られるよう取り組んでいきます。

男女共同参画
推進室

市が設置する審議会等について、女性の
積極的登用が進められるよう、審議会委
員数調査継続して他部署に働きかけてい
きます。

審議会委員等の女性登用率は、42.7％(令和５年３
月末)となり、10分の4を超えています。

女性の登用が進んでいない一部の審議会等について
は、担当課から事情を聞きながら、少しずつ改善が
図られるよう取り組んでいきます。

10分の4を越えているので、目標達成が出来て
いると思います。審議会等による男女差は仕方
ないと思います。女性も男性も30％以下は問題
かと。

市が設置する審議会等について、女性の積極
的登用が進められるよう、審議会委員数調査
継続して他部署に働きかけていきます。

66 委員公募制の推進
「附属機関の委員の委嘱基準等に関する規程」
に基づき、審議会等の委員の公募制度を推進
し、市民参画を進めます。

総務課

公募委員の選定にあたっては、男女比率
にも配慮した上で、周知についても広報
等を活用して積極的に周知していきま
す。

附属機関の公募委員選定にあたって、広報紙に男
女比に配慮することを明記しました。
応募件数は前年に比べて2倍となりました。

公募委員の応募の結果、男女比が概ね2：1となって
います。

「公募制度を推進」についてはより具体的（何
をどのように）が必要です。

公募委員の募集にあたっては、広報紙への掲
載だけでなく、ホームページ等の電子媒体も
活用しながら、周知の工夫を図ります。

67
定期的な登用状況
の調査・公表

地方自治法第202条の３に基づく審議会等にお
ける女性の登用状況について調査し、ホーム
ページ等で公表します。また、行政各分野、地
域団体における女性の登用状況についても調
査・公表を行います。

男女共同参画
推進室

他部署に協力を仰ぎながら、年度末に調
査を行い、結果を公表します。

審議会委員等の女性登用率は、42.7％(令和５年３
月末)となりました。年次報告書等により、市ホー
ムページで公表を行います。

女性の登用が進んでいない一部の審議会等について
は、担当課から事情を聞きながら、少しずつ改善が
図られるよう取り組んでいきます。

おおむねいいと思います。女性に対する具体的
な案（ベビーシッター等）が必要かもしれませ
ん。

他部署に協力を仰ぎながら、年度末に調査を
行い、結果を公表します。

68

政策・方針決定過
程への女性の参画
拡大に向けた意識
啓発

公的機関、地域の諸団体、各市民団体に対し、
女性の積極的登用を啓発・要請します。今後
は、「男女共同参画地域推進員」を通じ、各郷
づくり推進協議会に出前講座の開催を働きか
け、講座を通じた意識啓発に努めます。

男女共同参画
推進室

出前講座の利用を呼びかけるとともに、
郷育カレッジ講座や主催事業等の機会も
活用して、継続して地域における女性の
登用を訴えていきます。

男女共同参画地域推進委員等を通じて、男女共同
参画推進室が行う講座等を周知し、参加を促し、
出前講座の開催を呼びかけました。また、出前講
座等で女性の登用の必要性を伝えました。

引き続き、男女共同参画地域推進委員などを通じ
て、講座の周知を図ります。地域推進員から出前講
座の申込をしていただけるようにすることが課題で
す。

市が主催しているものについては、強制的に割
合を指定して良いかと思います。

男女共同参画地域推進委員を通して、出前講
座の利用を呼びかけるとともに、郷育カレッ
ジ講座や主催事業等の機会も活用して、継続
して地域における女性の登用を訴えていきま
す。

（２）政治への女性参画の促進

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

69
選挙の投票率を高

めるための選挙啓

発の充実

男女がともに社会を担うという機運の醸成のた

め、選挙権・被選挙権を生かして政治に参画す

ることを啓発します。また、投票立会人の選出

等の機会を通じて、女性や若年層の参画機会の

拡充を図ります。

総務課

小中学校や高校への出前講座や実際の選
挙資材の貸出を県選管と協力し行うとと
もに、夏休みの課題として選挙ポスター
を募集し、身近に選挙を感じてもらえる
よう取り組みます。

福間南小学校での模擬選挙や福間中学校、福間東
中学校、津屋崎中学校での生徒会選挙において、
投票の雰囲気を体験してもらえるよう、資材の貸
出を行いました。また、市内小中学校の夏休みの
課題で選挙に関するポスターを募集し、応募作品
を用いて市議会議員選挙の周知に取組みました。

ポスターの応募数について、周辺自治体と比べる
と、その数が少ない状況です。

ベビーシッターや無料バス、ネット投票等、少
しでも参画しやすい環境を整える必要があると
思います。

明るい選挙推進協会や県選管と連携しなが
ら、小中学校・高校への出前講座や、選挙資
材の貸し出し、ポスターコンクールの作品募
集を行います。また、他市の事例を参考に、
政治参画や投票行動に結びつくような取り組
みについて研究します。

70
市議会への傍聴推

進

市政への関心が高まるよう、定例会日程をホー

ムページ等で周知し、市議会への傍聴を推進し

ます。

議会事務局

審議会意見にある録画配信の迅速化につ
いては、他業務の繁忙期と重なるため、
映像編集・書き出し・ホームページ作成
を閉会後ではなく一般質問終了後2～3日
で行うことは極めて困難である。今後、
近隣市のように映像編集から配信までの
業務委託や、職員体制の見直しなどを研
究し、迅速化に努めていきたい。
議会だより読者アンケートでは一般質
問・総括質疑についての関心が高く、市
民からの要望も多くあったことから、一
般質問で使用する資料を議場モニターや
中継に表示できるようシステムの改修を
行い、傍聴や配信、録画で提供する情報
を充実させ、分かりやすさを向上させ
る。

議場の中継システムを改修し、市民からの関心が
高かった、一般質問で議員が提示している資料
を、議会中継の視聴者と傍聴者へ向けて表示でき
るようにした。
録画配信の業務委託は行っていないが、閉会後の
編集に10日程度必要だったところを7日程度まで迅
速化できている。

資料を表示するには複数のシステムを中継しなけれ
ばならないため、画質が悪くなってしまい、資料が
読みにくい場合がある。画質の低下は技術的にやむ
を得ないため、画質が下がったとしても傍聴者や視
聴者に見えやすい資料を用意する必要がある。
編集の迅速化には限界があるため、システム更新の
際に業務委託も検討していく。

傍聴者には、ちょっとしたプレゼントはどうで
しょうか？

コロナ対策による傍聴制限は解除したが、引
き続き外出を控える方や来庁が難しい方に関
心を持ち続けてもらい、より深く議会を知っ
てもらう機会を確保するため、予算審査特別
委員会と決算審査特別委員会のインターネッ
ト中継を実施する。
併せて、録画配信の業務について、中継を委
託している業者と検討を進める。
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71
政治学級への参加

促進

政治への関心を高めるため、市内の市民団体等

に政治学級リーダー研修会への参加を呼びかけ

ます。

総務課
政治学級の取り組みについて、周辺自治
体の取り組みを調査し、本市における方
針の検討材料とします。

福津市まちづくり講座出前編の講座として設定し
ていますが、今年度は申込がありませんでした。
周辺自治体との情報交換を実施し、実施された出
前講座での改善点など、意見交換を行いました。

選挙に関心を持ってもらえるような講座を実施でき
るように努める必要があります。

女性の参加者は商品券等を渡してはどうでしょ
うか？

現在、政治学級リーダー研修会は開催されて
いませんが、政治への関心を高める機会であ
る、郷育推進課のまちづくり講座出前編に選
挙に関する講座について、他自治体が開催し
ている内容等を調査し、次期の講座の内容に
反映できるように取り組みます。

２ 男女共同参画を推進する人材の育成

（１）女性リーダー育成の促進

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

72
女性リーダーの交
流会の実施

審議会等委員や、郷づくり推進協議会、自治
会、ＰＴＡなど地域における各種団体の女性メ
ンバー同士で交流会を実施し、意見交換等を行
うことで、女性リーダーの育成及び地域活動に
おける女性の参画拡大を目指します。

男女共同参画
推進室

人材育成セミナーと統合して実施し、講
師や内容を検討しながら、参加した女性
たちが地域や会議など意思決定の場に踏
み出していけるような取り組みを行いま
す。

まちづくりや男女共同参画を推進するリーダーと
して、あるいは、市の審議会等に参画し、政策・
方針決定の場で活躍できる人材を育成することを
目的として、男女共同参画人材育成セミナーを実
施しました。
今年度は、３月２２日（水）に「ＨＵＧから考え
る災害時の男女共同参画」と題し、男女共同参画
の視点を含めた多様な災害対応や地域で役立つ災
害対策を、避難所運営ゲーム「ＨＵＧ」を使って
学びました。
セミナーの講師には、合同会社あっと・こみゅに
てぃ代表で危機管理士２級（自然災害）の宮木裕
子さんををお招きしました。
２０名の定員で１３名が参加しました。ＨＵＧを
通じて、意思決定や企画・運営の段階で女性の参
画が必要なことを学ぶことができました。受講後
の感想では「男女共同参画の視点でのたくさんの
気付きがありました」や、「女性の視点からみた
防災活動を聞いてみたい」といった感想がありま
した。終了後も受講者同士で交流の輪ができてい
ました。

地域推進員に呼びかけを行い、地域推進員からの参
加が７名、広報紙やＬＩＮＥの掲載からの申込が６
名でした。講座で学んでいただいたことを、地域や
家庭、職場でどうやったら広がっていくかというこ
とが課題です。

審議会と同様、交流会参加には手当てを支給し
てはどうでしょうか？

人材育成セミナーと統合して実施し、講師や
内容を検討しながら、参加した女性たちが地
域や会議など意思決定の場に踏み出していけ
るような取り組みを行います。

73
女性リーダー養成
講座の実施

女性人材育成セミナーなど女性を対象とした講
座を開催し、次のリーダーとしての資質を高め
る機会とするとともに、政策・方針決定の場へ
の女性の参画を促進します。また、セミナーな
どの情報提供に努めます。

男女共同参画
推進室

地域やグループの中で生かせるスキルを
見つける機会として、テーマ等に工夫し
つつ、実施します。

まちづくりや男女共同参画を推進するリーダーと
して、あるいは、市の審議会等に参画し、政策・
方針決定の場で活躍できる人材を育成することを
目的として、男女共同参画人材育成セミナーを実
施しました。
今年度は、３月２２日（水）に「ＨＵＧから考え
る災害時の男女共同参画」と題し、男女共同参画
の視点を含めた多様な災害対応や地域で役立つ災
害対策を、避難所運営ゲーム「ＨＵＧ」を使って
学びました。
セミナーの講師には、合同会社あっと・こみゅに
てぃ代表で危機管理士２級（自然災害）の宮木裕
子さんををお招きしました。
２０名の定員で１３名が参加しました。ＨＵＧを
通じて、意思決定や企画・運営の段階で女性の参
画が必要なことを学ぶことができました。

地域推進員に呼びかけを行い、地域推進員からの参
加が７名、広報紙やＬＩＮＥの掲載からの申込が６
名でした。講座で学んでいただいたことを、地域や
家庭、職場でどうやったら広がっていくかというこ
とが課題です。

72と同様です。

地域やグループの中で生かせるスキルを見つ
ける機会として、テーマ等に工夫しつつ、実
施します。広報、ライン、フェイスブック等
を積極的に活用し、多くのかたに見ていただ
き、かつ、誰もが理解しやすく、関心を持っ
ていただけるような情報発信を行います。
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（２）男女共同参画の視点に立った人材育成セミナー等の実施

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

74
女性人材育成セミ
ナーの実施

男女共同参画の視点に立ったまちづくりへの理
解を深め、審議会等委員への登用につなげるた
め、セミナーを通じた女性の資質向上や人材育
成を進めます。

男女共同参画
推進室

女性の審議会登用拡大を意識して、テー
マ等を工夫しながら実施します。
また、男性への意識付けは、女性の参画
拡大の基礎となるものと考えますので、
男性への周知・啓発の機会も考えていき
ます。

まちづくりや男女共同参画を推進するリーダーと
して、あるいは、市の審議会等に参画し、政策・
方針決定の場で活躍できる人材を育成することを
目的として、男女共同参画人材育成セミナーを実
施しました。
今年度は、３月２２日（水）に「ＨＵＧから考え
る災害時の男女共同参画」と題し、男女共同参画
の視点を含めた多様な災害対応や地域で役立つ災
害対策を、避難所運営ゲーム「ＨＵＧ」を使って
学びました。
セミナーの講師には、合同会社あっと・こみゅに
てぃ代表で危機管理士２級（自然災害）の宮木裕
子さんををお招きしました。
２０名の定員で１３名が参加しました。ＨＵＧを
通じて、意思決定や企画・運営の段階で女性の参
画が必要なことを学ぶことができました。

地域推進員に呼びかけを行い、地域推進員からの参
加が７名、広報紙やＬＩＮＥの掲載からの申込が６
名でした。女性６名、男性７名の参加で、男性も参
加いただくことができました。

セミナーへの参加後、何か登用への具体案があ
れば目標となり、参加が推進されるのではない
かと思います。

女性の審議会登用拡大を意識して、テーマ等
を工夫しながら実施します。
また、男性への意識付けは、女性の参画拡大
の基礎となるものと考えますので、男性への
周知・啓発の機会も考えていきます。周知に
は広報、ライン、フェイスブック等を積極的
に活用し、多くのかたに見ていただき、か
つ、誰もが理解しやすく、関心を持っていた
だけるような情報発信を行います。

75
男女共同参画ワー
キング会議の設置

毎年度、市が設定した男女共同参画促進施策に
関するテーマについて、男女共同参画ワーキン
グ会議を設置し、調査研究を進めます。また、
メンバーが固定化しないよう、より多くの人に
参加を呼びかけます。

男女共同参画
推進室

今年度も市が設定した男女共同参画促進
施策に関するテーマについて、男女共同
参画ワーキング会議を設置し、継続して
調査研究を進めます。

家庭生活や地域活動の場での市民のコミュニケー
ションのスキルアップと男女共同参画の啓発を主
な目的として、３回連続のアサーション講座を実
施しました。各回定員20名の計60名のところ、の
べ40名が参加しました。講義やロールプレイング
を体験して、アサーションについて学びました。
「この講座が役に立った」や、「家庭や地域で活
用できそうだ」といった声が多くありました。

昨年度はオンラインでの開催でしたが、今年度は対
面での講座を実施し、ロールプレイングなどの体験
をすることができました。次年度もより多くの方に
参加していただけるような企画を行い、周知方法を
工夫します。

会議後に、家庭や地域で活用できる具体例（一
覧表みたいなもの）があれば、より実践やすい
かと思います。

今年度も市が設定した男女共同参画促進施策
に関するテーマについて、男女共同参画ワー
キング会議を設置し、継続して調査研究を進
めます。

76
公募型男女共同参
画講座の実施

受講グループを公募し、男女がともに歩むまち
づくりを推進する学習の支援と人材の育成をし
ます。今後は、実施グループが固定化しないよ
う、広報の充実や未実施の団体へ直接呼びかけ
を行います。

男女共同参画
推進室

男女共同参画地域推進委員等にご協力い
ただきながら、講座の受け入れを検討い
ただくとともに、引き続き、郷育カレッ
ジの講座も実施します。

郷育カレッジ講座の中の１講座として、男女共同
参画講座を市中央公民館で実施しました。

男女共同参画地域推進員を通じて、各郷づくり推進
協議会に、チラシを配布したり、体験型のクロス
ロードゲームを提案したりするなどしていますが、
出前講座のお申込みに結びつかないことが課題で
す。

講師の公募はどうでしょうか。そのことで意識
も高まる可能性があります。

男女共同参画地域推進委員等にご協力いただ
きながら、講座の受け入れを検討いただくと
ともに、引き続き、郷育カレッジの講座も実
施します。

計画の推進

１ 模範となり率先して行う市の取り組み

（１）市職員の男女共同参画意識の確立

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

77

男女がともに歩む
まちづくり条例の
市職員への周知徹
底

研修等を通じ、「男女がともに歩むまちづくり
条例」の市職員への周知徹底を図ります。

男女共同参画
推進室

男女共同参画推進委員会や新人職員研修
の開催を通じて、職員への条例の周知を
図り、男女共同参画に関わるテーマの学
習の機会を作ります。条例の意義を今一
度見直す機会を設け、引き続き、職員の
意識醸成を促します。

　男女共同参画推進委員会や新人職員研修の場
で、条例や都市宣言を取り上げ、周知を行いまし
た。また、併せて男女共同参画に関わるテーマを
取扱い、市の男女共同参画の取り組みについて説
明しました。職員が条例について触れる機会と捉
え、引き続き、職員の意識醸成を促します。

今後も継続して研修が実施できるように働きかけて
いきます。

市職員の日常的な活動を通じて、福津市の男女
共同参画に対する姿勢を示すことができるよ
う、研鑽を積む機会を設けるとともに、啓発の
成果を示すことができるように努めていただき
たい。

男女共同参画推進委員会や新人職員研修の開
催を通じて、職員への条例の周知を図り、男
女共同参画に関わるテーマの学習の機会を作
ります。条例の意義を今一度見直す機会を設
け、引き続き、職員の意識醸成を促します。

78
ハラスメント防止
対策の推進

「セクハラ防止マニュアル」の周知を図るとと
もに、ハラスメント防止研修や相談窓口の充実
を通じ、ハラスメントを防止する職場づくりを
進めます。

男女共同参画
推進室

ハラスメント問題が発生することのない
ように、ハラスメント相談窓口の総務課
と協力し、ハラスメント防止の周知を行
います。また、男女共同参画推進室の職
員はハラスメント相談員でもあるため、
相談員研修を受講し、適切な相談対応が
とれるようにします。

男女共同参画推進委員会を通じて、取り組みの周
知を行ったほか、新規採用職員研修では相談窓口
等の案内を行いました。また、総務課主催のハラ
スメント相談員研修を受講しました。

特になし。
刑法改正を契機として、市民全体に対して性暴
力や性差別意識に基づくハラスメント防止に関
する啓発に力を入れていただきたい。

ハラスメント問題が発生することのないよう
に、ハラスメント相談窓口の総務課と協力
し、ハラスメント防止の周知を行います。ま
た、男女共同参画推進室の職員はハラスメン
ト相談員でもあるため、相談員研修を受講
し、適切な相談対応がとれるようにします。
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78
ハラスメント防止

対策の推進

「セクハラ防止マニュアル」の周知を図るとと

もに、ハラスメント防止研修や相談窓口の充実

を通じ、ハラスメントを防止する職場づくりを

進めます。

総務課

ハラスメント防止研修を今年も実施する
ことで受講職員と受講対象外の職員にも
啓発します。年に２回、職員全員にハラ
スメント防止と相談先についてお知らせ
して啓発を行います。

ハラスメント予防研修を２月に２回開催し、受講
した５９名の職員が、所属職員に研修内容等を伝
え、受講対象外の職員への啓発にも繋げました。
６月と２月に職員全員に対して、ハラスメント防
止と相談先についてお知らせしました。
ハラスメント相談員研修を開催し、部長級職員も
含め１３名受講しました。

ハラスメント防止の意識が浸透しても、「自分の言
動は全然ハラスメントではない」と思っている人こ
そが加害者になりがちなので、そのような人の心に
も響くように、啓発や研修を継続する必要があると
感じています。

市職員全体に対して、ハラスメントに関する正
しい認識を深めるとともに、市職員に対する実
態調査等を実施しすることによって、実態把握
と防止対策の実効性について評価できるように
していただきたい。

ハラスメント予防研修を今年度も２回実施し
ます。受講対象外の職員には、受講者が研修
の内容を伝えて全員が理解を深めるようにし
ます。相談員研修も実施します。
ハラスメント防止の啓発のためのお知らせ
を、全職員に対して年に２回発信します。

79
男女共同参画に関
する職員研修の充
実

男女共同参画に対する職員の意識改革を図るた
め、県主催の講座への参加を通じ男女共同参画
の視点を持った行政を推進します。

総務課

新採職員には、春に県主催の「行政職員
のための男女共同参画セミナー」を受講
させ、庁舎内でも男女共同参画講座を実
施します。現任職員については、男女共
同参画研修等が実施される際、希望者を
募り積極的に受講させます。

新採職員２２名に対し、４月４日に庁舎内で男女
共同参画研修を開催し２１名受講、５月には県主
催の行政職員のための男女共同参画セミナーを１
７名が受講しました。欠席者は来年度受講予定で
す。県主催の「地域のリーダーを目指す女性応援
研修」（６回シリーズ）を職員が１名受講しまし
た。

特にありません。
研修の機会を提供するだけでなく、その成果に
ついても把握できるよう努めていただきたい。

新採職員に対して、４月に庁舎内の研修を行
い５月頃にある県主催の行政職員のための男
女共同参画セミナーを受講させます。他の職
員には男女共同参画講座等の情報を掴んで、
受講案内を行います。

80

特定事業主行動計

画「み・ら・い行

動計画」の推進

「み・ら・い行動計画」の周知を図り、仕事と
家庭を両立できる職場環境の整備に努めます。

総務課

「み・ら・い行動計画」を改定し周知を
図ります。職員への説明の際には、育児
や介護と仕事の両立についてのリーフ
レットを活用し、仕事と家庭を両立でき
る環境整備に努めます。出生サポート休
暇や男性育児休暇の取得推進のお知らせ
も行います。

「み・ら・い行動計画」は改定作業中のため周知
は次年度実施します。育児や介護と仕事の両立の
ためのリーフレットを活用し、職員に男性も取得
できる休暇の案内も行ないました。管理職への啓
発は、法改正に伴い育休に関する市の条例等の改
正をする際、市議会や庁議などで男性が育休を取
得しやすくするための改正という説明を何度か行
なったことが管理職の意識啓発に繋がったと思わ
れます。

男女ともが、部署内で職員が互いに支え合う意識を
高めていくために、常に職場環境づくりを意識でき
る、管理職を中心とした組織マネジメントが必要と
思います。

行動計画の実効性を高めるために、特に管理職
を中心とした啓発・研修などを検討していただ
きたい。

「み・ら・い行動計画」を周知し、管理職を
中心に説明をするなど啓発を行い計画を推進
します。管理職には、機会をとらえて理解の
促進と環境整備を促していきます。

81
男女の職域拡大と

女性の管理職への

登用促進

職員の必要な能力を高め、資質の向上を図ると

ともに、すべての職域に男女を問わず配置され

るよう職域拡大に努めます。また、能力に応じ

た女性職員の管理職への登用を促進します。

総務課

性別にとらわれない、職員の能力に応じ
た登用や人材配置を引き続き行います。
また、昇任試験については、能力に応じ
た登用につなげるため制度の見直しを検
討します。

性別にとらわれない、職員の能力に応じた登用や
人材配置を実施しました。昇任試験については、
能力に応じた登用につなげるため制度を見直し、
年齢要件を緩和して実施したところ、男女ともに
受験者が増えました。
令和５年３月１日時点で、管理職の占める女性割
合は23.8％です。

女性の登用、昇任試験については、能力は有るもの
の、本人が個人的な事情等のため望まない場合もあ
るなど難しい点があります。

性別にとらわれず、能力に応じた人材登用が円
滑に行われるよう、年齢や職階に応じたマネジ
メントに関する研修等細やかな研修の機会を検
討していただきたい。

性別にとらわれない、職員の能力に応じた登
用や人材配置を引き続き行います。また、昇
任試験の制度については、能力に応じた登用
につなげるため更に見直しを検討します。登
用を望まないケースについて対応を検討しま
す。

82
男女共同参画の視
点に配慮した広報
の作成

男女共同参画表現ガイドラインに沿って、男女
共同参画に配慮した表現方法の徹底を推進しま
す。

まちづくり推

進室

引き続き、男女共同参画の視点に配慮し
た広報紙及びホームページ制作を行いま
す。また、担当部署からの原稿を広報紙
および市公式ホームページで積極的に広
報します。

令和４年度は、レギュラーページ「めざそう男女
がともに歩むまち」を奇数月に計６回、１２月号
で見開き１ページのお知らせ、情報広場で無料法
律相談や講演会・講座開催のお知らせなどの記事
計１１件を掲載しました。
また、講演会やセミナーが開催された際には取材
に出向き、その様子を「まちのわだい」にも掲載
しました。
広報紙及びホームページを制作するにあたり、性
差別用語など不適切な表現を使用しないよう、男
女共同参画の視点に配慮しました。

男女共同参画の視点に、もっと興味を持ってもらえ
るよう広報紙のレイアウトや表現を工夫します。
また、情報入手の多様化に対応するためHPやSNSで
の広報にも注力する必要があります。

男女共同参画の視点に立った広報の果たす役割
は大きく、ジェンダーセンシティブな表現に配
慮することがいっそう求められていることか
ら、庁内でも多角的な意見を求めることができ
る機会を作っていただきたい。

引き続き、男女共同参画の視点に配慮した広
報紙およびホームページ制作を行います。例
えば、特集などで登場する人物を男性ばか
り、もしくは女性ばかりに限定せず、男女と
もに登場させるなどの配慮をします。また、
担当部署からの原稿を広報紙および市公式
ホームページで積極的に広報します。

２ 推進体制の充実

（１）庁内推進体制の充実

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

83 男女共同参画推進
本部体制の充実

全庁一体となったプランの推進役として、進捗
状況を調査・評価し、各分野において横断的な
進行管理を行います。

男女共同参画
推進室

第２次プランが適切に進められるよう調
査・評価するとともに、庁内における女
性登用が引き続き進むように働きかけて
いきます。

女性職員（管理職）の登用状況は管理職総数40人
中女性10人（女性比率25％）でした。昨年度は
25％でした。

特になし。

男女共同参画に関する現状把握のための調査
データについては、男女比だけでなく、年齢、
職階、地域等の細やかなデータ分析を心がけて
いただきたい。

第２次プランが適切に進められるよう調査・
評価するとともに、庁内における女性登用が
引き続き進むように働きかけていきます。
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84 男女共同参画推進
委員会の充実

「男女共同参画プラン・ふくつ」の一体的な推
進を図るため、各課から１名推進委員を選出
し、職員リーダーとして調査研究を行うととも
に、各職場での意識啓発を図ります。

男女共同参画
推進室

第２次プランが各部署において適切に進
められるように、男女共同参画推進委員
を中心に取り組んでいくよう、推進員会
議を開催するなどして働きかけていきま
す。

第２次プランの個別事業が各課において、プラン
に沿った取り組みがなされているのかを確認して
もらっています。また、事業の移管などで担当が
変更になっている場合には連絡・修正をお願いし
ています。

各課の推進委員の取り組みだけに依存するのではな
く、男女共同参画推進室としても各課の取り組みに
は注視していきます。また、推進委員会議を通じ
て、事業実施の際には、男女共同参画の視点を持っ
て取り組んでもらうことを依頼しました。

第２次プランの進捗状況の確認のため、推進委
員会議を積極的に行い、意見交換によって実態
と課題の把握に努めていただきたい。また、審
議会へも会議内容についてフィードバックをお
願いしたい。

第２次プランが各部署において適切に進めら
れるように、男女共同参画推進委員を中心に
取り組んでいくよう、推進員会議を開催する
などして働きかけていきます。

85 男女共同参画審議
会の設置

男女がともに歩むまちづくり基本条例第14条に
基づき設置し、プランの進捗状況を点検・評価
するとともに、男女共同参画社会の形成促進に
関する事項について調査・審議し、政策提言し
ます。

男女共同参画
推進室

審議会委員から、市の施策に対し多様な
ご意見がいただけるように、また、審議
会委員がスムーズに評価・点検作業が行
えるように、適切な情報提供を行ってい
きます。

令和３年度事業について、審議会で点検・評価を
行いました。審議会委員からのご意見は、男女共
同参画推進委員会議を開催して各課に通知し、令
和４年度事業の進捗管理や令和５年度の目標設定
等に活用されました。

各課の成果・評価、目標設定などの記入について、
具体的でなかったり、努力目標になっていたりと
いった部分がありました。審議会でご指摘をいただ
き、年度末に推進委員会議を開催し①具体的な成
果・評価などを記入すること②努力目標ではなく行
動目標を記入することなどを推進委員に説明しまし
た。今後も、審議会委員が評価・点検しやすいよう
にするために、各課に審議会でのご意見を伝えてい
きます。

審議会が求められる役割を果たすために、意義
ある活発な審議が行われるよう、回数、進め方
について工夫をお願いしたい。

審議会委員から、市の施策に対し多様なご意
見がいただけるように、また、審議会委員が
スムーズに評価・点検作業が行えるように、
適切な情報提供を行っていきます。

（２）プランの進捗管理と情報の公表

事業
番号

事業名 事業の概要 担当課 令和4年度実施目標 成果・評価 問題点・課題 男女共同参画審議会意見 令和５年度目標設定

86
男女共同参画推進
状況報告書（年次
報告書）の作成と
公表

男女がともに歩むまちづくり基本条例第9条に
基づく年次報告書を作成し、ホームページ等に
掲載し市民に公表します。

男女共同参画
推進室

年度内の各事業を適宜記録していきなが
ら、わかりやすく、見やすい報告書の作
成を行います。

文章表現だけでなく、イラストや写真を活用し、
分かりやすい構成を行いました。

特になし。 特にありません。
年度内の各事業を適宜記録していきながら、
わかりやすく、見やすい報告書の作成を行い
ます。

87
男女共同参画促進
施策の議会への報
告

男女がともに歩むまちづくり基本条例第9条に
基づき、毎年、男女共同参画推進事業計画をた
て、議会に報告します。

男女共同参画
推進室

昨年度と同様に、全員協議会の中で報告
します。

全員協議会で、令和３年度男女がともに歩むまち
づくり報告書を提出し、報告しました。また、
ホームページに掲載し、市民に公表しました。

特になし。
議会への報告について、審議会にフィードバッ
クし、審議会の活動に生かしたい。

昨年度と同様に、全員協議会の中で報告しま
す。

88
男女共同参画社会
に関する住民意識
調査の実施

男女共同参画社会の形成促進に関する市民意識
を把握し、施策に反映させるため、定期的に住
民意識調査を実施します。

男女共同参画
推進室

今年度は意識調査の予定はありません
が、国や県、他の自治体の調査結果等の
情報収集を行いながら、現状把握を行い
ます。新しい課題等があれば、講座実施
後のアンケート等を利用して簡易的に調
査を行う等の工夫をしていきます。

令和４年度は調査を行いませんでした。 令和５年度は意識調査の予定はありません。 特にありません。

今年度は意識調査の予定はありませんが、国
や県、他の自治体の調査結果等の情報収集を
行いながら、現状把握に努めます。
新しい課題等があれば、講座実施後のアン
ケートを利用して、簡易的に意識調査を行う
等の工夫はしていく予定です。

89 プランの策定・見
直し

プランの進捗状況及び住民意識調査の結果等を
踏まえプランを見直し、社会情勢に即した計画
を策定します。

男女共同参画
推進室

今年度は、見直しの年ではありません
が、第２次プランの内容に沿った取り組
みが庁内で適切に進められていくよう
に、各部署に働きかけていきます。

事務移管等により担当課が変更になる等が発生し
ましたので、関係課と調整を行い、随時修正を加
えました。

今年度はプランの策定・見直し作業はありませんで
した。職員への計画の周知を行い、各部署で男女共
同参画の視点で事業に取り組むように呼び掛けまし
た。

次期の見直しに向けて、取り組みの成果に対す
る適切な情報共有をしていくことが重要と考え
る。

今年度は、見直しの年ではありませんので、
第２次プランの内容に沿った取り組みが庁内
で適切に進められていくように、各部署に働
きかけていきます。
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